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初
期
カ
ペ

l
家
プ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
（

Hog－

Z
S）の
LogmwEO

ー
シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
リ
シ
ュ
ル
H
セ

l
ヌ
の

AHU2bV形
成
を
め
ぐ
っ
て

l

松

田

""Er 
I司

史

序

プ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
の
額
邦
句
H
E
n－－

vE怠
含
切
。
ロ
吋
問
。
問

5
は
八
九

O
年
頃
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
が
、
一

O
一
六
年
以
降
、
侯
家
系

は
カ
ペ

1
家
傍
系
に
移
っ
た
。
乙
の
侯
家
系
交
替
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
プ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
継
承
・
征
服
戦
争
」
の
聞
に
、
ブ

ル
ゴ

l
ニ
ュ
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
期
の
八
円
古
口
広
l
匂
ユ
ロ
円
山
富
H
V
を
構
成
し
て
い
た
周
辺
の
諸
伯
領
を
失
い
、
そ
の
領
域
的
枠
組
は
か
な
り

小
さ
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
初
期
カ
ペ

1
家
ブ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
（
図
。
ロ
ユ
同
月

l
国
ロ
関
口

g
国・

H
O
H
m－

H
H
U
N
〉
は
、
乙
の
小
さ
な

枠
組
に
依
拠
し
て
、
侯
の
一
族
は
も
と
よ
り
多
く
の
封
建
層
を
養
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
そ
の
内
部
で
は
、
す
で
に
教

会
・
修
道
院
が
巨
大
な
所
有
を
展
開
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
侯
に
残
さ
れ
た
部
分
に
お
い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
城
領
主
層
凶
何
日
間
口

2
2

n
g
z
E
B
の
自
有
地
由
民

2
H
が
侯
の
所
有
と
競
合
し
て
い
た
。
ロ
o呂田町戸
o
a
5弘、

権
利
の
維
持
・
拡
大
は
、
当
時
の
ブ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
の
第
一
義
的
な
政
策
た
ら
ざ
る
を
得
ず
、
乙
れ
に
よ
っ
て
の
み
侯
権
力
の
確
立
と
か

つ
て
の
A
公
ロ
n
y
b
V
の
再
建
が
、
ブ
ル
ゴ

1
ニ
ュ
侯
に
と
っ
て
可
能
と
な
り
得
た
の
で
あ
る
。

十
一
｜
十
二
世
紀
の
ブ
ペ
コ

l
ニ
ュ
関
係
史
料
は
、
と
の
時
期
の

ao吉
田
町
ロ
叩
仏
ロ

g－
を
十
分
に
明
確
に
は
し
な
い
が
、
そ
れ
で
も
少
く

す
な
わ
ち
侯
自
身
が
直
接
所
有
す
る
土
地
や
諸

初
期
カ
ペ
l
家
プ
ル
ゴ

1
ニ
ユ
侯
（

H
E守
口
也
N
〉
の
仏
0
5匝
E
O
（
松
田
）

一
八
七



初
頭
カ
ペ

1
家
プ
ル
ゴ
l
ニ
ュ
侯
企
宏
明
l

ロ
お
）
の

aog曲
目
口
四
（
松
田
〉

－τ
、官、
－，
J
S
J
 

と
も
十
一
世
紀
の
第
4
四
半
世
紀
に
は
、
デ
ィ
ジ
ョ
ン
宮
古
ロ
、
ポ
l
ヌ

が
存
在
し
て
い
た
乙
と
を
知
り
得
る
。

国
内
出
口
ロ
ベ
オ
1
タ
ン
〉
己
ロ
ロ
周
辺
に
か
な
り
の
仏
o
g包ロ。

し
か
し
な
が
ら
乙
れ
ら
の
所
有
は
、

内
に
展
開
し
て
お
り
、
そ
の
起
源
は
古
く
、
当
該
時
代
の
新
し
い
獲
得
物
で
あ
っ
た
と
は
認
め
難
い
。

侯
の

a
o
g包
g
政
策
に
積
極
的
な
拡
大
の
意
図
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
は
、
ウ
l
ド
二
世
ハ
関
口

a
g

る
。
特
に
乙
の
時
期
以
降
、
そ
の
努
力
が

AMMO怠
V
の
形
成
に
向
け
ら
れ
て
い
る
乙
と
は
注
目
に
値
す
る
。
自
分
の
城
を
中
心
と
し
て
そ

の
周
壁
の
内
外
に
含
昌
弘

5
を
集
中
し
て
形
成
さ
れ
る
八
ち
怠
V
は
、
そ
れ
故
に
、

aogω
凶
器
含
白
色
に
凝
集
性
と
一
定
の
堅
固
な
枠

組
を
与
え
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
プ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
は
、
所
有
し
て
い
る
土
地
や
諸
権
利
を
八
ち
怠
V
に
再
編
す
る
乙
と
で
、
門
戸

O
B
a
s

そ
れ
自
体
の
権
力
源
と
し
て
の
機
能
を
高
め
る
乙
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
八
旬
。
怠
V
は
、
様
々
な
制
約
を
受
け
た
侯
の

aoB即
日
号
に
と
っ
て
も
っ
と
も
有
利
な
経
営
方
法
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
八
日
V
2
b
Vは
、
そ
ζ

に
所
有
が
擬
集
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
そ
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
し
得
な
い
。
そ
の
と
と
は
、
十
二
世
紀
中
葉
以
降
、
プ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
が
教
会
諸
機
関
と
紛
争
を
頒
発

さ
せ
た
理
由
を
説
明
す
る
。

か
つ
て
プ
ル
ゴ

l
ュ
ュ
侯
自
身
が
伯
で
あ
っ
た
旧
宮
岡

5

同

ロ
む
1HEN）
か
ら
で
あ

ユ
l
グ
三
世
（
出
ロ
開
ロ
冊
目
園
－

HHmN＼
HHgIHEN〉
の
時
代
に
、
シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
H

ジ
ュ
ル
日
セ

l
ヌ

O
S
E
E
l回日
l
m
a
s
の

八
ち
忽
V
が
新
た
に
侯
の

ao自
民

5
に
加
わ
っ
た
。
乙
の
A
A
唱。芯
V
は
、
以
後
A
a
g
n
v
p
V最
北
部
の
拠
点
と
し
て
、
侯
の
諸
政
策
に

重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
乙
の
獲
得
は
、
当
時
の
倉
田
弘

s
a
5払
に
と
っ
て
最
大
の
果
実
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
は
、
遅
く
と
も
十
世
紀
末
以
来
－
ア
ン
グ
ル
司
教
の
所
有
す
る

A
8
2
2
s
Vで
あ
っ
た
。
侯
ユ

l
グ
三
世
が
、
ジ
ャ
テ

乙
の
城
塞
を
核
に
し
て

AHMOHPVを
構
築
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
ラ
ン
グ
ル
司
教
の
彰
響
力
を
排
除
し
な

ィ
ヨ
ン
を
城
塞
化
し
、

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

他
方
、
十
一
世
紀
末
以
来
南
下
の
勢
い
を
強
め
、
北
部
プ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
へ
の
進
出
を
策
し
て
い
た
ジ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
の
動
き
に
も
注

目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
の

AMMO忠
V
の
形
成
は
、
ジ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
の
南
下
に
備
え
た
プ
ル
ゴ

1
ニ
ュ
侯
の
対
応



だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

乙
の
際
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
プ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
、
ラ
ン
グ
ル
司
教
、

ジ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
の
何
れ
も
が
、

ジ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
が
か
つ
て

属
し
た
宮
開

5
、
ラ
ソ
ワ
ド
即
日
間
0
2
個
有
の
伯
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
と
の
時
代
に
も
な
お
、

の
系
譜
は
絶
え
る
乙
と
な
く
存】
続亙
し三
て白

いを
た10継
。承

旧
ラ
ソ
ワ
の

す
で
に
い
わ
ゆ
る

し
た
と
考
え
ら
れ
る
パ
ー
ル

H
ジ
ュ
ル

H
セ
l
ヌ
伯

g
s
z目
。
叩
回
目
吋
l
回
口
同

i
m
a口。

の
第
二
段
階
を
経
験
し
た
十
二
世
紀
に
お
い
て
、
乙
の
三
大
勢
力
に
パ
ー
ル
伯
が
加
わ
っ

当
該
冨
吉
田
の
解
体
の
結
末
に
端
的
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

「
宮
間

5
の
解
体
現
象
」

て
展
開
す
る
ラ
ソ
ワ
旧
宮
間

5
を
め
ぐ
る
権
力
闘
争
は
、

乙
の
権
力
の
相
関
関
係
の
解
明
こ
そ
が
、
プ
ル
ゴ

1
ニ
ュ
侯
に
よ
る
シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
の
八
志
忠

V
構
築
の
事
情
を
明
ら
か
に
す
る

っ
て
、

手
掛
り
で
あ
ろ
う
。

以
下
本
稿
で
は
、

シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
の
八
回
忌
忽

V
形
成
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
、
ラ
ソ
ワ
の
宮
岡

5

乙
れ
は
、
筆
者
の
含
虫
色
5
a
c
n即
日
研
九
及
び
ブ
ル
ゴ

1
ニ
ュ
額
邦
史
研
究
の
一
還
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

の
解
体
過
程
と
関
連
さ
せ
て
考
察
す

る
が
、註

ー
カ
ロ
リ
ン
グ
期
の
プ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
の
領
邦
に
つ
い
て
は
、
同
・
口
出
OZUJア
岡
宮
九
時
h
h
R可

ha
遺
伝
相
室
内
崎
号
h
』守三
a
a．kvhHRHhhH問
、
、
『
凡
な
ミ
？

な
h
同
誌
、
培
、
室
内
向
（
片
岡
。
l
N♂
た
え
2
）・

ω
E
m自由・

Z
8・
HU
・
は
叶
I
H
S
－
NUTMm∞
伺
神
宮
・
の
戸
p
c
z
p
h窓
口
ミ
h
s
s
n
E
札
廷
内
定
九
時

NW巴ミ、
h
b
hさ
喝
（
H・出戸田
HO町
四
句

0
5
5
Z
2
ロ－

chvom円曲
HVHMW
百戸田神
OHFCC叩
）
・
り
と
0口
”
同
由

N
F
H
P－BHUH－－－

U
白

H・8
m
g仏
f

H申叶ア

AF
〈

o－－

〔
以
下
呂
・
の
戸
P
C
5
y
oミ
恐
ミ
ア
円
・
呂
田
仲
－

HMog
－
（
Oロ
ロ
・
。
bomw
－
E
巳
・
）
と
略
記
〕
を
参
一
。

2

カ
ペ

l
家
の
時
代
の
プ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
領
邦
の
歴
史
の
研
究
に
は
、

J
・
リ
シ
ャ

1
ル
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
が
不
可
欠
で
あ
る
（
戸
河
お
国
〉
何
回
y
h
E

h宮内
h
b
w
匂ロミ、
h
b
h
s
ミ

E
L
E
3
s
a芯
芯
仏
総
丸
号
電
札
R
N
h
a
b震
対
同
句
。
包
斥
な
・
思
」
O
P
5
2
〔
以
下
』
・
河
呂
田
〉
何
回
y
b
a
a

と
略
記
〕
）
。

3
乙
の
戦
争
は
、
一

O
O二
年
に
没
し
た
合

E
広
l

宮
g
n
e由
。
時
代
最
後
の
侯
ア
ン
リ
一
世
の
後
継
を
め
ぐ
っ
て
、
プ
ル
ゴ
l
ニ
ュ
伯
オ
ッ
ト
H

ギ
ョ

l
ム

0
5？
の
巳
己
目
H
S
F
n
O
B
g
仏冊一回
o
c品
o
mロ
刊
と
、
ア
ン
リ
一
世
の
甥
で
当
時
フ
ラ
ン
ス
主
で
あ
っ
た
ロ
ベ
ー
ル
・
ル
・
ピ
ュ

l

初
期
カ
ペ

1
家
プ
ペ
コ

l
ニ
ュ
侯
（
H
o
g
－ロ由
N）
の
仏
o
g曲
目
ロ
叩
（
松
田
〉

一
八
九



初
期
カ
ベ

1
家
プ
ペ
コ

l
ニ
ユ
侯
（
H
O
E－
ロ
也
凶
）
の
仏
O
B曲目ロ
O
F必
回
）

一
九

O

H
N
O
Z
H同】
O
H
M－E
H
と
が
争
っ
た
戦
争
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
王
が
最
終
的
に
勝
利
を
収
め
た
と
と
で
、
そ
の
次
男
家
系
に
プ
ル
ゴ

1
ニ
ユ
が
委
ね
ら

れ
た
。
乙
の
戦
争
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
〉
・
含
〈
と
〉
J

コ
〉
官
。
吉
田
宕

z

dロ
R
S
宕

回
O号
官
官
。
．
－

z
o
g
g
こ
2
2
2
2巴
Oロ凹

骨
切
o
g
m
o宮
町
四
H
a
o
玄
帥
no口
問
口
同
匂

m
H
U
G
e
m芯
nrwm
－
民
認
定
試
問
hhH同
匂
室
長
ロ
h叫ま・

ω
P
S
8・
H
Y
H
E
l』
白
由
参
照
。

4

カ
ロ
リ
ン
グ
期
の
プ
ル
ゴ

1
ニ
ユ
領
邦
は
、
複
数
の

HU回国

g
の
集
合
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
が
、

J
・
リ
ジ
ャ

l
ル
は
、
と
れ
ら
の
ぢ
白
色
を
治

め
た
領
邦
君
主
の
権
力
の
性
格
を
明
確
に
し
得
な
い
と
と
か
ら
、
こ
の
時
代
の
領
邦
を
合
ロ
ロ
E
l官
g
n
e
s
v
と
称
し
て
後
代
の
企
R
F
P
V
と
区

別
し
た
。
十
一
世
紀
の
中
葉
に
は
、
乙
の
合
口
n
v
b
i宮
古
色
。
由
。
か
ら
、
ヌ
ヴ
ェ
ー
ル

z
m〈
叩
吋
師
、
ォ
！
ク
セ
ル
〉
己
同
刊
同
吋
叩
、
サ
ン
ス

ω冊
目
回
、
ト

ロ
ワ
寸
吋
OU諸
回
、
ジ
ヤ
ロ
ン
H
シ
ユ
ル

1
ソ
l
ヌ
の
げ
と
oロ
I
田
口
？
ω由
。
口
問
、
マ
コ
ン
玄
酌
g
口
、
ト
ネ

l
ル
斗
Oロ
ロ
四
一
口
四
の
各
伯
領
、
及
び
プ
ル
ゴ

l

ニ
ユ
伯
領
が
離
脱
し
て
い
た
。
さ
ら
に
ラ
ン
グ
ル
の

HumwmC加
も
、
ラ
ン
グ
ル
司
教
の
影
響
下
に
あ
っ
て
侯
の
支
配
は
及
ば
な
か
っ
た
。
シ
ャ
ロ
ン
伯

領
は
、
十
二
世
紀
に
合
5
z
b
v
に
併
合
さ
れ
た

Q
・
HN円。出
tFEM－
NUHRhu
匂・

N
H
Z
ρ
・
）
。
後
註
U
参
照
。

5

ロO
B包
ロ
m
a
c
s－
は
、
そ
の
来
歴
に
か
か
わ
り
な
く
侯
の
私
有
権
臼
O
B
E
E
S
に
属
し
た
土
地
及
び
諸
権
利
の
抽
胴
体
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
こ

の
理
解
は
、

w
－
M
・
ニ
ュ

1
7
ン
の
仏
O
B包
口
四
円
。
苫
］
の
研
究
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
（
当
・
玄
－

Z
盟
主
〉
デ

h
同
札
口
遠
足
還
さ
い
E
h
hロ
意

同
時
的
、
高
速
な
ま
円
。
』
守
民
同
誌
ah
（MwhwwlHH。∞）・阿川町山吋戸田・

H也
ωア

HU
－
H
∞
印
・
凹
ロ
ユ
OCHHU・臼
1
6
。
ニ
ュ
！
？
ン
の
方
法
論
に
つ
い
て
は
、
我
国

で
は
す
で
に
九
州
大
学
の
森
洋
教
授
が
批
判
的
に
踏
襲
さ
れ
、
カ
ペ
！
王
フ
ィ
リ
ッ
プ
一
世
の
仏
O
B曲目ロ

o
g
u主
の
質
的
解
明
を
試
み
ら
れ
て
お
ら

れ
る
が
、
筆
者
の
含
呂
田
山
口
叩

P
H
n色
の
研
究
、
特
に
「
支
配
の
手
段
」
と
し
て
の
含
自
由
5
0
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
森
教
授
の
乙
の
研
究
に
負

う
と
こ
ろ
が
大
き
い
（
森
洋
「
初
期
カ
ペ

l
王
朝
の
り
0
5白山口
0

8

3］
l
フ
ィ
リ
ッ
プ
一
世
の
時
代
に
お
け
る
｜
」
上
・
下
『
史
淵
』
七
六
・
七

七
三
九
五
八
年
）
）
。

6

カ
ペ

l
家
の
プ
ペ
コ

1
ニ
ユ
侯
関
係
史
料
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
文
書
史
料
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
E
・
プ
テ
ィ
が
カ
タ
ロ
グ
を
作
成
し
、
そ
の

う
ち
の
若
干
に
テ
ク
ス
ト
を
付
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
当
該
時
期
の
侯
文
書
は
二
五

O
遇
を
数
え
、
そ
の
う
ち
約
半
数
の
一
二
二
通
を
ユ

l
グ
三
世

の
文
書
が
占
め
る
。
宙
－

HVMU4H4・
同
帆
hHミ
可
旬
、
h
h
h宮
内
師
、
司

N
w
g『
hqh刊
誌
同
号
、
む
ミ
ミ

shvQH言
語
”
】
V
R
F
H∞∞凹
l
H
8印－

H
b
g
H
u
f

z
m
E
O］
ミ
ロ
o
n
z
g己
申
山
口
”
同
由
吋
h
・由

4
0］
・
〔
以
下
回
V耳
弓
と
略
記
〕
〉
。

7

の同・一『－

m
H
O出
〉
同
U
－
b
R
q
h－
HU・
申
山
田
G
A
・

8

シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
の
今
回
目
可
ロ
g
v
の
史
料
上
の
初
出
は
、
九
七
三
年
で
あ
る
。
乙
の
年
ラ
ン
グ
ル
司
教
ゲ
リ
の
民
自
・
山
は
、
シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
の

AOHUHUEロ
g
v
を
プ
ペ
コ

l
ニ
ュ
侯
ア
ン
リ
に

σ
g
o問
中
白
山
町
ロ
ヨ
と
し
て
与
え
て
い
る

H
A－－－当日仏円－
E
m－－－
E
g
g広
忠
口
下
回
H
K
E
g－
。
g
E
l

z
oロ
叩
ヨ
宮
山
］
山
口
OHOHUHUEC5
・
2
5
2比
回
目
血
道
口
O
E－－タ：・
CMWC
げ
叩
ロ
丸
山
口
百
三
o
E
σ
d
o吋
O
E
（h九円）口
o
s
α
o口
同
吋
叩
ロ
Oロ
am忌
mロ阻
S
E
C
H
－V



（kr
・
河
o
m何回
0
4
・
。
吋
回
目
立
g

z

E
－g
白
色
冊
目
円
以
骨

O
H
Mつ
回
目
宮
］
冊
目
阻
害
目
立
g
g
H
由
民
同
〉
R

E
〈
冊
目
佐
官
回
目
HHHmwl玄曲
g
o
（∞臼
l

由吋
ω）－

NWRNh句
H
S
札
問
、

hH
匂口町民町
Hh
九時的

h町民喝さり
S
F
R
h
H
q『
右
足
時
伺
向
HSbHHh『ミ同時
h
h同
向
、
州
、
口
喝
さ
デ
町
ゲ

H∞
由
‘
ア
ロ
。

H∞－

HU
－
M由HlH由M
）。

シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
が
ラ
ソ
ワ
の

HMmFmg
に
属
し
て
い
た
乙
と
が
判
明
す
る
の
も
、
乙
の
文
書
が
最
初
で
あ
る
。
！
｜
シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
の

AOHUHUEロ
g
v

の
建
設
は
、
九
世
紀
末
に
さ
か
上
り
得
る
。
八
六
八
年
に
ラ
ン
グ
ル
司
教
イ
サ
ク

Z

S
口
は
、
そ
れ
ま
で
マ
ル
ス
、
不
呂
田
同
n
g担
可
の
教
会
に
置
か
れ

て
い
た
聖
ヴ
ォ
ル
ル

g－E
〈
0
2
2
の
聖
遺
物
を
、
ノ
ル
マ
ン
人
の
襲
撃
か
ら
守
る
た
め
シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
の
教
会
に
移
し
て
い
る
。
と
の
乙
と
は
、

乙
の
時
期
の
シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
が
す
で
に
ノ
ル
マ
ン
人
に
抗
し
得
る

A
O
U℃
E
C
B
V
で
あ
っ
た
乙
と
を
推
測
さ
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。

ζ

の

AOMMHu－仏国
B
V

を
構
築
し
た
の
も
、
ラ
ン
グ
ル
司
教
自
身
で
あ
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。
。
同
・
冨
・
。
戸
P
C
E
Y
0
3
h
S
2
・
口
・
の
hvomH
－
E
目
了
匂
・

8
a
－
D
・
ω

2

HU
・叶
8
・
地
図
E
参
照
。

9
十
一
世
紀
の
第
4
四
半
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
ジ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
の
ブ
ル
ゴ

1
ニ
ュ
北
部
地
域
へ
の
進
出
、
特
に
と
の
地
域
に
お

け
る
伯
の
権
力
集
積
過
程
を
伯
と
在
地
領
主
層
と
の
関
係
か
ら
論
じ
た
渡
辺
節
夫
氏
の
一
速
の
論
文
を
参
照
（
「
北
部
プ
ル
ゴ

1
ニ
ユ
に
お
け
る
在
地

の
動
向
と
シ
ャ
ン
パ

l
ニ
ュ
的
権
力
」
『
史
学
雑
誌
』
九
一
一
編
二
号
、
一
九
八
二
年
、
「
北
部
プ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
に
お
け
る
布
地
の
動
向
と
諸
伯
権
力
」

上
・
下
、
『
西
洋
史
学
』
一
二
三
E
l
－
－
一
四
、
一
九
八
一
年
）
。

m
本
稿
第
二
節
参
照
o

u
M－司－
F
阿国品〉回目。
z
E同
・
戸
田
佳
凹
］
O
口目立
O口
弘
C
A
H
u
m
w
m
d
m
V
2
］叩

H
U
H
O
σ
5
8
0
弘刊日

Anoロ田口忠ロ円四日ロ個師
V

（M
m
l
M
H自由芯口］
Omw）”

E

S
〉

h
h
h
g
h
E
h
3
H
h
H忠
之
、
Nh

ミ
ミ
s

b

h
町
・
円
同
企
き

b
hむ
き
へ
き
忠
之
号
』
い
口
史
民
師
同
bhkvb喜
－
】
V
R
F
呂町
H
－匂・

ιDHf含
0

・

2
ユo
E
H
U
・
8
T
S
N
・J
・
P
－
ル
マ
リ
ニ
エ
は
、
ヵ
ロ
リ
ン
グ
王
権
の
衰
退
・
崩
壊
後
、
王
の
諸
権
利
斥
a
z

芯
m
回
］
広
口
凹
が
十
一
世
紀
の
中

葉
に
は
い
わ
ゆ
る
城
領
主
層

m
o釘ロ
2
M
a
n
y帥
昨
日
富
山
口
凹
に
ま
で
分
散
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
過
程
を
、
二
つ
の
段
階
に
お
い
て
理
解
す
る
。
第
一

は
、
ヵ
ロ
リ
ン
グ
諸
王
の
も
と
で
王
国
の
防
衛
を
任
さ
れ
た
有
力
者
た
ち
が
、
複
数
の

HU目
、
包
を
統
合
し
て
領
邦
君
主
と
し
て
王
権
か
ら
自
立
す
る
十

世
紀
の
第
4
四
半
世
紀
ま
で
の
段
階
。
同
Mm戸
m
g
は
、
乙
の
段
階
で
は
ま
だ
そ
の
枠
組
を
維
持
し
て
カ
ロ
リ
ン
グ
的
行
政
構
造
を
存
続
さ
せ
て
い
た
。

し
か
し
第
二
の
段
階
、
す
な
わ
ち
十
世
紀
末
以
降
の
数
十
年
間
の
問
に
各
匂
回
m
g
が
領
邦
君
主
の
手
か
ら
独
立
し
、
同
時
に
、
百
m
g
－
内
部
の
有
力

者
層
が
城
を
構
築
し
て
匂
白
m
g
の
境
界
に
関
わ
り
な
く
城
主
領
口
町
営
四
］
］
m
E
g
を
形
成
し
た
と
と
で
、
旧
来
の
切
回
m
g
ば
政
治
的
・
経
済
的
枠

組
と
し
て
の
意
味
を
失
い
、
新
た
に
領
主
領
由
。
前
口
四
ロ
目
立
。
の
枠
組
が
そ
れ
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
。

J
・
シ
ュ
ネ
l
デ
ル
は
、
と
の
第
二
の
段
階
の
時

期
を
「
領
邦
の
危
機
」
の
時
代
と
呼
び
、
そ
の
克
服
の
度
合
い
が
、
以
後
の
各
償
邦
の
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
ζ

と
を
指
摘
し
て
い
る

Q
・

ωの
出
Z
伺

HU開問・

F
O
匂吋
O
Z
P
5
0
仏両
wmw
宮－
E
9
．HMM皆同広
m
o
D
司同阻ロ円四

g

a
間口
mw
］汁同
gHu－H叩（
M円。
1Uハ〈－

m－ιvammw）
・
九
白
ロ
師
、
司
、
宮
町
民
』
守
RHEHhh

初
期
カ
ペ

l
家
プ
ル
ゴ

1
ニ
ユ
侠
（
s
g
l
H
S
G
の

a
o目
白
山
口
四
（
松
田
）

九



初
期
カ
ペ

l
家
プ
ル
ゴ
l
ニ
ュ
侯
（
HOE－
ロ
忠
）
の

aog国
百
四
（
松
田
〉

一九一

ミF
E

司自一可ミ
H
b
H

．3w
h
崎
町
岡
山
市

mh
九時
h

h
同・
F帆
h
H
由民司、同
h

ミ、司、
hH
凡諸問・同日但吋目前－
M
也
吋
m
y
H
M
－

H
由

日

ρρ
・）。

ロ
筆
者
は
現
在
十
一
I
l
十
二
世
紀
の
プ
ル
ゴ
l
ニ
ュ
侯
の

aOB包
ロ
刊
に
つ
い
て
別
稿
を
準
備
中
で
あ
る
が
、
そ
と
で
も
シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
の
令
g
h
v
v

は
、
ュ

l
グ
三
世
が
そ
の
形
成
に
全
力
を
注
い
だ
特
異
な
令
O
H
h
v
v

と
し
て
現
わ
れ
る
。
ユ

1
グ
三
世
の
時
代
に
、
プ
ル
ゴ

1
ニ
ユ
侯
の

e
e
e

は
、
シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
を
合
め
て
七
つ
を
数
え
る
。

一
、
シ
ヤ
テ
ィ
ヨ
ン
の
入
室
率
骨

V
の
形
成

ジ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
は
、
九
七
三
年
に
は
す
で
に
八

0
3広己
B
Vで
あ
り
、
ラ
ン
グ
ル
司
教
に
属
し
て
い
た
。

と
の

A
o
S
Eロ
B
Vの
名
称
A

P丘四回目
o
Vに
由
来
す
る
。
中
世
の
シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
は
、
入
。
目
的
円
四
回
目
o
Vを
中
心
と
し
て
セ

l
ヌ
川
東
岸

に
広
が
る
ブ
ー
ル
切

OZ叫
聞
と
呼
ば
れ
る
部
分
と
、
西
岸
の
城
塞
入
口
広
丹
市
】
O
H
Vに
庇
護
さ
れ
た
シ
ョ

l
モ
ン
ロ
冨
ロ
目
。
己
と
呼
ば
れ

る
部
分
と
か
ら
成
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
史
料
が
単
に
シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
と
呼
ぶ
場
合
に
は
、
通
常
乙
の
ニ
つ
の
部
分
を
同
時
に
指
し
て
お

り
、
一
方
を
排
他
的
に
示
す
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る

o
A
O
E）広ロ
S
V
内
に
は
古
く
か
ら
参
事
会
教
会
が
あ
っ
た
が
、
一
一
三

六
年
頃
に
ノ
l
ト
ル
・
ダ
ム
修
道
院
に
改
組
さ
れ
、
十
二
世
紀
後
半
期
に
は
ラ
ン
グ
ル
司
教
と
並
ぶ
影
響
力
を
有
し
て
い
わ
。

十
二
世
紀
に
至
る
ま
で
、
八

0
3広
ロ

g
V
の
所
有
者
で
あ
る
ラ
ン
グ
ル
司
教
は
、
シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
全
体
の
支
配
者
で
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
ラ
ン
グ
ル
司
教
が
九
七
三
年
に
こ
の
八

0
3広
ロ
ヨ

V
を

げ

g丸山口
E
B
と
し
て
与
え
た
と
と
が
、
乙
の
地
に
お
け
る
プ

ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
の
諸
権
利
の
伸
張
を
許
す
契
機
に
な
っ
た
。
ラ
ン
グ
ル
司
教
と
の
封
建
関
係
が
長
期
間
続
い
た
乙
と
か
ら
、
十
一
世
紀
の

後
半
期
に
は
、
プ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
の
側
で
と
の
げ

gomnzs
を
世
襲
の
封
宮
口
。
同
と
み
な
す
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
期
の
プ
ル
ゴ

l

ニ
ュ
侯
の
諸
権
利
は
、
さ
ら
に
八
宮
口
O
H
Vの
外
に
ま
で
及
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。

十品目、

ジ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
の
地
名
は
、

侯
ウ
l
ド
一
世
（
開
ロ
a

g

H

e
司

．

H
o
a
l
H
H
O
N
）

彼
ら
が
侯
か
ら
保
有
す
る
げ

g丘町円山口
B
を
モ
レ

l
ム
修
道
院
に
寄
進
す
る
乙
と
を
認
め
た
が
、

る
者
に
対
し
て
も
同
様
に
与
え
ら
れ
た
。

一
O
八
O
年
頃
、

シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
の

A
Vロロ
O
H
V
に
居
住
す
る
者
に
対
し
て
、

乙
の
許
可
は
、
入
内
山
口
円
三

5
Vに
属
す

と
乙
で
言
う
八
島
ロ

S
吉田

V
が
何
を
規
定
し
て
い
る
か
は
定
か
で
な
い
が
、

シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
の



も
う
一
方
の
核
で
あ
る
八
口
広
Z
－
z
vと
シ
ョ

l
モ
ン
と
が
侯
自
身
の
手
に
よ
っ
て
と
の
頃
に
構
築
さ
れ
た
ζ

と
か
ら
、
乙
う
呼
ば
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
シ
ョ

l
モ
ン
で
は
、
ブ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
が
以
後
一
貫
し
て
唯
一
の
権
利
保
有
者
で
あ
っ
た
。

ウ
1
ド
二
世
の
時
代
に
な
る
と
、
。
フ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
の
動
き
は
、

シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
に
あ
る
ラ
ン
グ
ル
司
教
の
諸
権
利
を
侵
害
・
纂
奪

し
て
乙
ζ

に
自
己
の
支
配
を
確
立
す
る
方
向
に
む
か
い
、

こ
の
こ
と
は
史
料
上
に
も
明
瞭
に
現
わ
れ
る
。

一
一
五
三
年
に
ラ
ン
グ
ル
司
教

が
プ
ル
ゴ

1
ニ
ュ
侯
の
侵
害
行
為
を
訴
え
た
訴
訟
は
、

フ
ラ
ン
ス
王
ル
イ
七
世
が
モ
レ
H

シ
ュ
ル
H

ロ
ワ
ン

宮
O
H
Z
l

回日
l
F
。山口問

で

聞
い
た
王
の
法
廷
で
争
わ
れ
た
。
乙
の
訴
訟
は
一
般
に
モ
レ
訴
訟
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、

ャ
テ
ィ
ヨ
ン
に
限
ら
ず
、
入
品
ロ

n
Z
V全
体
か
ら
ラ
ン
グ
ル
司
教
の
彰
響
力
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
訴

訟
は
、
シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
に
つ
い
て
ラ
ン
グ
ル
司
教
に
有
利
な
裁
決
を
下
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
司
教
は
、
乙
の
時
ブ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
に

よ
っ
て
奪
わ
れ
た
も
の
を
す
べ
て
回
復
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
プ
ペ
コ

l
ニ
ュ
侯
は
、
司
教
の
土
地
に
水
車
小
屋
を
建
て
、
司
教

を
無
視
し
て
侯
の
独
占
狩
猟
権
話
口
吉
田
を
設
定
し
、
さ
ら
に
両
者
の
聞
で
折
半
さ
れ
て
い
た
通
行
税
志
田
問
。
も
、
プ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侠

が
こ
れ
を
独
占
し
て
司
教
に
返
還
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
在
住
の
司
祭
や
司
教
の
｝
H
o
g－ロ
2
を
ブ
ペ
コ

l
ニ
ュ
侯
が
捕

縛
し
て
い
た
事
実
は
、
乙
の
時
期
す
で
に
侯
が
裁
判
権
を
も
手
中
に
し
て
い
た
と
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
一
一
六
五
年
侯
ユ

l
グ
三
世
が
、
母
マ
リ
l
・
ド
・
ジ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
宮
町
広
含
の

E
S吉
岡
号
の
短
か

い
摂
政
期
を
経
て
登
場
す
る
。
彼
は
、
彼
の
前
任
者
た
ち
が
ジ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
で
展
開
し
て
き
た
含
呂
田
町

s
a
c
s－
拡
大
政
策
に
限
界
が

そ
の
訴
訟
記
録
は
、

侯
ウ
l
ド
二
世
が
、

シ

ジ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
に
お
け
る
侯
の
権
利
の
伸
張
は
著
し
か
っ
た
が
、
ラ
ン
グ
ル
司
教
に
属
す
る
ブ

ー
ル
と
プ
ル
ゴ

1
ニ
ュ
侯
に
属
す
る
シ
ョ

1
モ
ン
と
い
う
こ
つ
の
核
の
存
在
が
、

ζ

の
地
に
お
け
る
仏
O
B即
日
出
。
。
ロ
円
即
日
の
一
体
化
を

妨
げ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
乙
の
時
ユ

1
グ
三
世
が
、
父
ウ
l
ド
二
世
の
デ
ィ
ジ
ョ
ン
で
の
成
功
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
と
と
は
確
か

で
あ
ム
。
彼
に
と
っ
て
、
デ
ィ
ジ
ョ
ン
と
同
様
ジ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
を
新
し
い
周
壁
で
取
囲
む
ζ

と
は
、
急
務
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
た
め

白色四ロ

2
H
た
る
ラ
ン
グ
ル
司
教
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
た
し
か
に
、

ζ
み」匹、

一
一
六
三
年
に
、

父

初
期
カ
ペ

l
家
ブ
ル
ゴ
l
ニ
ュ
侯
（
H
C
H
a
t
H
H
由
。
の
仏
O
B白
山
口
四
（
松
田
〉

一
九
三



初
期
カ
ペ

l
家
プ
ル
ゴ

l
ニ
ユ
侯
（
5
5
Iロ
由
凶
〉
の
仏
O
一
自
白
山
口
叩
ハ
松
田
）

一
九
四

ウ
I
ド
二
世
の
弟
、

ユ
1
グ
三
世
の
叔
父
ゴ

1
テ
ィ
エ

の田口丘四一円

が
ラ
ン
グ
ル
の
司
教
座
に
就
い
て
い
た
と
と
は
、

幸
運
で
あ
っ
た
。

ュ
！
グ
三
世
に

一
二
ハ
八
年
、
ユ

1
グ
三
世
は
司
教
か
ら
、
ジ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
に
新
し
い
周
壁
を
構
築
す
る
許
可
を
取
り
つ
け
か
。
そ
し

て
、
司
教
ゴ

l
テ
ィ
エ
の
こ
の
譲
歩
は
、
以
後
な
し
崩
し
に
生
じ
る
ラ
ン
グ
ル
司
教
の
諸
権
利
崩
竣
の
第
一
歩
を
印
す
こ
と
に
な
っ
た
。

乙
の
周
壁
は
、
侯
の
所
有
ば
か
り
で
な
く
司
教
の
そ
れ
を
も
、
す
な
わ
ち
プ
l
ル
と
シ
ョ

l
モ
ン
を
も
同
時
に
取
囲
む
も
の
で
あ
っ
た

の
で
、
侯
と
司
教
の
間
で
は
、
以
後
頻
緊
に
両
者
の
権
利
を
め
ぐ
っ
て
調
整
が
行
な
わ
れ
た
。
第
一
に
は
、
両
者
の

a
O
B
E
E
な
権
利

が
問
題
に
な
っ
た
。
一
二
ハ
八
年

K
周
壁
構
築
の
許
可
を
与
え
た
際
、
ラ
ン
グ
ル
司
教
は
、
司
教
の
｝
M
O
B－ロ

g
の
身
体
と
財
産
の
安
全

の
保
障
を
侯
に
約
束
さ
せ
て
い
る
。

一
一
八
八
年
に
は
、

シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
あ
る
い
は
そ
の

S
丘
町
宮
片
山
田
内
に
居
住
す
る
領
民
に
つ
い
て

領
外
婚
の
取
決
め
が
な
さ
れ
た
。
当
事
者
が
そ
れ
ぞ
れ
侯
と
司
教
の
領
民
で
あ
る
場
合
、
そ
の
子
供
が
未
成
人
で
両
親
と
一
緒
に
居
住
し

て
い
る
聞
は
、
侯
と
司
教
は
共
に
相
手
方
の
領
民
に
領
外
婚
税
同
O

口
出
向
山
田
宮
を
課
し
得
な
い
け
。
こ
う
し
た
領
民
間
の
結
婚
は
か
な
り
日

常
的
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
た
と
え
ば
結
婚
に
よ
り
生
ま
れ
た
子
供
の
取
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
、
プ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
は
ノ
1
ト
ル
・
ダ
ム
修
道

院
と
の
聞
に
取
決
め
を
交
わ
し
て
お
丸
、
さ
ら
に
こ
の
修
道
院
は
、
ラ
ン
グ
ル
司
教
と
の
聞
で
も
同
じ
内
容
の
取
決
め
を
行
っ
て
い
ム
。

ブ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
の
シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
の
白
色
伺
ロ
σ口
同
と
し
て
の
権
利
の
伸
張
は
、
特
に
著
し
か
っ
た
。
一
一
七
八
年
に
は
宮
げ
即
日
ロ
目
、

す
な
わ
ち
シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
を
訪
れ
て
滞
在
す
る
居
留
者
を
め
ぐ
り
、
侯
と
司
教
の
聞
で
取
決
め
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
か
つ
て
の
ジ

ョ
l
モ
ン
地
区
に
居
留
す
る
者
は
排
他
的
に
侯
の
権
利
に
属
し
、
ジ
ョ

1
モ
ン
の
外
、
す
な
わ
ち
ブ
l
ル
に
居
留
す
る
者
は
、
居
留
地
の

帰
属
に
か
か
わ
り
な
く
侯
と
司
教
が
権
利
を
共
有
し
た
。
た
だ
し
こ
の
取
決
め
に
は
そ
れ
ぞ
れ
例
外
規
定
が
設
け
ら
れ
、
ラ
ン
グ
ル
司
教

民

H
o
g
〈田口口町、

の
円

Z
B白山口。

な
い
し

あ
る
い
は
パ

l
ル
ー
ジ
ュ
ル
H
セ
l
ヌ
及
び
そ
の
包
三
色
賀
町
田

か
ら
来
た
司
教
の
げ
D
E
E
g

は

居
留
地
の
如
何
を
問
わ
ず
司
教
の
権
利
に
属
し
た
。
反
対
に
、
ブ
ー
ル
に
居
留
す
る
者
の
う
ち
、

テ
ィ
エ
ー
ル
可
丘
町
協
同
四
回
及
び
モ
ン
テ
ィ
エ
ラ
ン
デ
ル
宮

o
Eぽ
HIE－ロ
2
の
各
修
道
院
に
属
す
る
者
は
、
ブ
ル
ゴ

1
ニ
ュ
侯
の
権
利

の
も
と
に
置
か
れ
む
。
後
者
は
、
少
く
と
も
フ
ラ
ヴ
ィ
ニ
及
び
ポ
テ
ィ
エ

1
ル
の
両
修
道
院
が
乙
の
時
期
プ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
の
保
護
下
に

フ
ラ
ヴ
ィ
ニ
司
訂
正
問
ロ
可
、
ポ



あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

乙
の
一
一
七
八
年
の
取
決
め
は
、

い
わ
ゆ
る

aH．
。
一
広
島
ば
ロ
ザ
色
白
O

K
限
っ
て
み
る
限
り
、
ラ
ン
グ

ル
司
教
よ
り
も
プ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
の
方
が
、
よ
り
広
範
な
優
越
し
た
権
利
を
獲
得
し
た
こ
と
を
教
え
る
。
乙
の
権
利
を
め
ぐ
る
両
者
の
力

関
係
は
、
周
壁
構
築
後
の
ジ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
に
お
け
る
よ
り
多
く
の
問
題
に
関
す
る
力
関
係
と
し
て
、
一
般
佑
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

口
同
O
R
a－E
V即日ロ
α
は
、
裁
判
権
と
も
不
可
分
の
関
係
を
も
っ
。
し
か
し
な
が
ら
、
ュ

l
グ
三
世
の
時
代
に
侯
の
裁
判
権
に
つ
い
て
直

接
的
に
知
り
得
る
史
料
は
、
一
一
八
二
年
の
日
付
を
も
っ
侯
文
書
一
通
し
か
な
い
。
そ
と
で
は
、
ノ
l
ト
ル
・
ダ
ム
修
道
院
の
領
民
が
窃

盗
・
姦
通
等
の
罪
を
犯
し
た
場
合
、
そ
れ
が
現
行
犯
で
あ
れ
ば
侯
の
プ
レ
グ
ォ

HMHZ2
も
し
く
は
司
教
の
荘
司
自
即
日

Z
が
告
訴
な
し

に
当
該
領
民
を
捕
え
得
る
が
、
そ
の
後
乙
れ
を
修
道
院
長
の
法
廷
に
引
渡
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
の
事
例
は
、
ジ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
に
お
け
る

裁
判
権
が
、
ブ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
、
ラ
ン
グ
ル
司
教
、
ノ

1
ト
ル
・
ダ
ム
修
道
院
の
三
者
の
閣
で
複
雑
に
分
割
さ
れ
て
い
た
と
と
を
う
か
が

わ
せ
る
。
し
か
し
プ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
に
と
っ
て
、
諸
権
利
の
と
う
し
た
錯
綜
は
む
し
ろ
好
都
合
で
あ
っ
た
。
事
実
、
ユ

l
グ
三
世
の
息
子

以
降
の
歴
代
プ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
は
、
シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
に
お
け
る
諸
権
利
の
混
乱
に
乗
じ
て
侯

ウ
l
ド
三
世
（

F
H
a
g固
・
己
申
NlHNH
∞）

の
裁
判
権
の
拡
大
に
成
功
し
て
い
る
。

裁
判
権
に
加
え
て
、
他
の
、
い
ず
れ
も
骨
O
M
Z
H静
岡
田
宏

5

K属
す
る
諸
権
利
が
、
併
行
し
て
侯
の
手
に
移
っ
た
。
通
行
税

は
、
父
ウ
l
ド
二
世
が
ラ
ン
グ
ル
司
教
か
ら
奪
っ
て
以
来
プ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
が
独
占
し
て
い
た
。

匂
何
回
問
。

そ
し
て
乙
の

MMEmo
は
、
十
三
世
紀

に
は
侯
の
も
っ
と
も
重
要
な
財
源
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
侯
権
力
を
支
え
る
重
要
な
権
利
の
ひ
と
つ
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
ジ
ャ
テ

ィ
ヨ
ン
に
お
け
る
流
通
貨
幣
に
関
し
て
、
そ
れ
ま
で
流
通
し
て
い
た
ラ
ン
グ
ル
通
貨
、
す
な
わ
ち
ラ
ン
グ
ル
司
教
の
貨
幣
に
加
え
て
侯
が
デ

ィ
ジ
ョ
ン
で
鋳
造
し
た
デ
ィ
ジ
ョ
ン
貨
幣
の
疏
通
を
司
教
に
認
め
さ
せ
て
い
る
と
と
は
、
プ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
が
、
ジ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
を
経
由

す
る
経
済
流
通
の
実
権
を
積
極
的
に
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
と
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。
ジ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
で
の
物
品
販
売
に
際
し
て
徴

収
さ
れ
る
八

4
8
2
a
o
Vは
、
プ
ー
ル
の
内
外
を
問
わ
ず
侯
と
司
教
の
聞
で
二
分
さ
れ
て
い

h
。

プ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
は
、
ジ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
に
お
い
て
ラ
ン
グ
ル
司
教
と
並
ん
で
無
視
で
き
な
い
勢
力
で
あ
っ
た
ノ

1
ト
ル
・
ダ
ム
修
道
院

初
期
カ
ペ

l
家
プ
ル
ゴ

1
ニ
ュ
侯
（
8
5
t
H
S
G
の
仏
O
自
白
山
口
四
（
松
田
）

一
九
五



初
期
カ
ペ

1
家
プ
ペ
コ

l
ニ
ユ
侯
（
H
O
E
－ロ由
N
〉
の

a
O
B包
ロ
由
（
松
田
）

一
九
六

に
対
し
て
も
、
優
越
的
な
立
場
に
あ
っ
た
。
ユ

1
グ
三
世
は
、

乙
の
修
道
院
を
侯
の
保
護
下
に
置
く
と
と
で
、
当
該
修
道
院
に
対
し
て
封

建
的
な
諸
権
利
を
行
使
し
得
た
。
前
述
の
一
一
八
二
年
の
侯
文
書
は
、
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
修
道
院
が
侯
に
負
う
べ
き
吉
岡
山
田
口
自
助
力
の

四
つ
の
ケ
l
ス
を
明
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
、
侯
が
聖
地
に
赴
く
時
、
二
、
侯
が
自
分
の
娘
を
結
婚
さ
せ
る
時
、
三
、
侯
自
身
が

捕
え
ら
れ
身
代
金
を
要
求
さ
れ
た
時
、
四
、
侯
が
新
た
に
土
地
を
購
入
す
る
た
め
に
、
既
存
の
侯
の
土
地
す
べ
て
に
つ
い
て
賦
課
租
の
追

徴
を
な
し
た
時
、
が
そ
う
で
あ
る
。
ノ
l
ト
ル
・
ダ
ム
修
道
院
が
と
の
《
由
民
同
店
ロ
呂
》
を
拒
否
し
た
場
合
に
は
、
侯
は
修
道
院
の
土
地
か
ら

三
百
ソ
リ
ド
ゥ
ス
の
賦
課
租
を
追
徴
し
得
る
。
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
修
道
院
と
の
ζ

う
し
た
関
係
は
、
修
道
院
領
を
犠
牲
に
し
て
ジ
ャ
テ
ィ

ヨ
ン
の
外
に
品
。
自
白
山
口
叩
含

s－
を
獲
得
す
る
こ
と
を
容
易
に
し
た
だ
け
で
な
く
、

そ
の
結
果
と
し
て
ブ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
は
、
特
に
軍
事

面
に
お
い
て
修
道
院
領
の
住
民
を
あ
て
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

実
際
、
ヴ
ィ
ロ
ッ
ト
H

シ
ュ
ル
H

ウ
ル
ス
〈
巳
0
3叩l
田口同
l
O
ロ
同
店
、
ビ
ュ
ン
セ
回
ロ

5
4
に
居
住
す
る
ノ
1
ト
ル
・
ダ
ム
修
道
院
帰

属
の
住
民
は
、
侯
の
役
人
に
従
っ
て
侯
の
軍
役
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
ら
が
乙
の
命
令
を
な
お
ざ
り
に
し
た
場
合
に

は
、
各
人
に
六
五
ソ
リ
ド
ゥ
ス
の
罰
金
、
あ
る
い
は
相
当
額
の
賦
課
租
が
課
せ
ら
れ
た
。
ヴ
ィ
ロ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
、
侯
の
保
護

下
に
あ
る
修
道
院
領
に
対
す
る
侯
の
裁
判
権
の
あ
り
方
を
知
る
上
で
、
興
味
深
い
事
例
が
見
い
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
乙
の
三
官
で

捕
え
ら
れ
た
犯
罪
者
は
、
修
道
院
の
役
人
に
よ
っ
て
取
調
べ
が
行
わ
れ
た
の
ち
、
裸
に
さ
れ
て

4

－E
の
外
で
侯
の
役
人
に
引
渡
さ
れ

た
。
乙
の
乙
と
か
ら
、
乙
の
三
官
の
所
有
者
た
る
ノ

1
ト
ル
・
ダ
ム
修
道
院
が
、
当
該
品
目
凶
に
お
い
て
上
級
裁
判
権
に
伴
う
収
入
を

享
受
し
て
い
た
こ
と
、
刑
の
執
行
の
み
が
ブ
ル
ゴ

1
ニ
ュ
侯
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
で
獲
得
さ
れ
た
プ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
の
諸
権
利
を
実
際
に
行
使
し
て
い
た
の
は
、
侯
の
地
方
役
人
層
で
あ
っ
た
。
そ
の
長

は
プ
レ
ヴ
ォ
匂
H
b
4
0
円
で
あ
り
、
彼
は
、

シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
で
侯
に
代
わ
っ
て
侯
の
法
廷
を
主
催
し
て
い
た
。
プ
レ
ヴ
ォ
や
そ
の
下
役
人
た

ち
は
ま
た
、
侯
に
と
っ
て
は
シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
に
お
け
る
侯
の
権
利
の
代
行
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
ジ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
の
周
辺
に
獲
得
さ
れ
た

含
呂
田
町
5
E
n色
と
シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
と
の
結
び
つ
き
を
具
現
佑
す
る
存
在
で
も
あ
っ
た
。
事
実
、

シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
の
城
主
た
る
ブ
ル
ゴ



ー
ュ
ュ
侯
に
支
払
わ
れ
る
べ
き

g
－s
s
g
Z
L
を
徴
収
し
て
い
た
の
は
、

侯
の
役
人
た
ち
で
あ
る
。

そ
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、

L、

ず
れ
も
ラ
ソ
ワ
の
旧
同
M

担問ロ臼

に
は
属
さ
な
い
、

FmBσ
叩
己
、

ト
ゥ
イ
ヨ
ン

、吋
O
ロ巳。口、

ア
リ
1
ズ
〉
回
目
冊
、

そ
し
て
ジ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
と
は
近
く
な
い
距
離
に
あ
る
マ
ニ
H
ラ
ン
ベ

1
ル
冨
お
ロ
可
l

彼
ら
は
オ
l
タ
ン
司
教
に
属
し
て
い
た
。

フ
ラ
、
ヴ
ィ
ニ
の
住
民
で
、

ま

た
、
ジ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
の
す
ぐ
北
に
位
置
す
る
ポ
テ
ィ
エ
ー
ル
修
道
院
所
有
の
エ
ト
ロ
ジ
ェ

g
－gE
8
2
5
は
取
立
て
ら
れ
て
い
る
。
侯
ユ

l
グ
三
世
は
、

開同一円
o
n
V叩可、

モ
ン
リ
オ
宮
口
口
昌
三
か
ら
も
、

リ
イ
の

2
皆
『

と
の
二
つ
の

4
邑
目
。
、
さ
ら
に
ジ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
の
す
ぐ
西
方
に
あ
る
セ

に
対
し
て
裁
判
権
と
宿
泊
権
と
を
放
棄
し
た
が
、
道
路
警
察
権
と
、
乙
れ
ら
の

t
E
m
が
攻
撃
を
受
け
た
際

の
侯
と
侯
の
役
人
の
宿
泊
権
だ
け
は
侯
の
権
利
に
留
保
し
て
い
ム
。
エ
ト
ロ
ジ
ェ
及
び
モ
ン
リ
オ
に
居
住
す
る
ポ
テ
ィ
エ

l
ル
修
道
院
帰

属
の
住
民
は
、
侯
に
対
し
て
賦
役
労
働

g
H
4
2
を
負
う
と
同
時
K
侯
の
軍
役
叩
店
店
主
』
回
に
も
駆
り
出
さ
れ
わ
。

の
〈
自
由

一
一
六
八
年
に
新
し
い
周
壁
を
築
い
て
以
来
、
着
実
に
ラ
ン
グ
ル
司
教
に
代
わ
る
シ
ャ
テ
ィ
ヨ

ン
の
白
色
問
ロ

2
円
と
し
て
の
地
歩
を
固
め
て
い
っ
た
。
た
し
か
に
、
侯
自
身
に
よ
る
城
塞
の
構
築
は
、
そ
の
周
壁
の
内
部
に
お
い
て
侯
に

有
利
な
諸
権
利
を
創
出
し
た
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
周
辺
の
村
落
が
「
シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
の
周
壁
の
保
護
」

B
E
H伊
丹
』
。
自
己
o
l

吋ロ
5
0
8
Z
E
oロ
叩
に
引
き
つ
け
ら
れ
、

こ
の
よ
う
に
し
て
侯
ユ

1
グ
三
世
は
、

て
一
一
八
二
年
に
侯
ユ

l
グ
三
世
は
、

ジ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
る
傾
向
に
あ
っ
た
乙
と
も
ま
た
疑
い
得
な
い
。

ζ

う
し

「
シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
の
旬
。
怠
」
に
言
及
し
得
た
の
で
あ
る
。

註
日
前
註
8
参
照
o

u
一
ア
円
、
〉
C
同
国
甲
山
ア
ド
同
月
hwmtoD
］白ロ

mH10Z0・
回
目
印
Ho
－HO
仏
mw
］回

mhvom可回目
U
Y
Z
仏叩］・

AV4mn吋
Mb
仏
四
戸
田
口
閃
叶
m
w
p
a曲
ロ
目
。
hHミ
ミ
hNR『
同
九
旬

、bgbE
号
ミ
qhhhミ
ア
匂

d
g－
H】

R

H・
ド

2
8
E
L
E
g
a
g
t
o
p
H
V
R
F
Z
S
〔
以
下
旬
・

F
〉
E
N
E
H，・』
h
q
h
S
3柏崎－

H己
？
と

略
記
〕
匂
・

ωおlω
勾－

E
H
gロ
H
U・
臼
∞
・

0神
宮
・
の
出
〉
巴
富
山
・

0
ミ
h
s
h
h－
ロ
・
の
b
o
m吋－

E
m
f
H
U・
ω
8・
ロ
ト

日
八
六
八
年
に
聖
ヴ
ォ
ル
ル
の
聖
遺
物
が
運
び
込
ま
れ
た
教
会
が
、
と
の
参
事
会
教
会
の
前
身
で
あ
る
。
前
註
8
参
照
。
乙
の
教
会
の
以
後
の
変
遷
に

初
期
カ
ペ

l
家
ブ
ペ
コ

l
ニ
ュ
侯
（
H
O
H
守
口
由
凶
）
の
仏
O
目
白
山
口
四
（
松
回
）

九
七
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l
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d
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o
l
e
s
m
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盤
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Q
小
キ
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J
ν
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時
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Paschalis

episcopus 

…
R
o
b
e
r
t
o
 
Lingonensi 

episcopo ... C
o
n
f
i
r
m
a
m
u
s
 
praeterea 

in 
p
e
r
p
巴
tua

e
j
u
s
d
e
m
 ecclesiae 

possessione 
c
a
s
t
r
u
m
 

G
u
r
g
e
i
u
m
 c

u
m
 o
m
n
i
b
u
s
 appenditiis 

ejus, 
c
a
s
t
r
u
m
 Castellionense，…

c
a
s
t
r
u
m
 B
a
r
r
u
m
 super A

l
b
a
m
,
 item c

a
s
t
r
u
m
 

B
a
r
r
u
m
 s
u
p
e
r
 S

e
q
u
a
n
a
m
ド・・〉

(Gallia Christiana, 
t. 

IV, 
Paris, 

1876, 
instr., 

col. 
153.
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E
g
o
 H
u
g
o
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 a
d
 d
u
c
a
t
u
m
 B
u
r
g
u
n
d
i
e
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e
g
e
n
d
u
m
 D
e
o
 juvante 

constitutus, 
n
e
c
n
o
n
 et 

e
x
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o
n
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r
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o
l
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s
m
e
,
 
I, 

n° 
11, 

p. 
19）
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緩
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歪
駄
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4工＼！富士号 ~).j..lJQ
同

州
ベ

J...）ドユ
t-0

(J. 
R
I
C
H
A
R
D
,
 
Dues, 

p. 
63-64, 

116) 
Cf. 

F
.
L
.
 
G
A
N
S
H
O
F
,
 Q

u’est-ce 
que la 

feodalite?, 
4' 

ed., 
r
e
v
u
e
 

et 
a
u
g
m
e
n
t
e
e
,
 
Bruxelles, 

1958, 
p. 

108-109. 

;Q 
{Addidit e

t
i
a
m
 ut 

q
u
i
c
u
m
q
u
e
 e
x
 h
o
n
o
r
e
 Castellionensi 

vel 
d
u
c
a
t
u
s
 sui 

aliquod beneficium a
b
 eo 

(Eudes I") 

tenens 
eis 

largiri 
vellet, 

sine 
ulla 

peticione 
a
d
 
e
u
m
 
facta, 

:eo 
laudante, 

ei 
dare 

et 
illis 

accipere 
Jibere 

Jiceret.} 
(Cartulaire d

e
 M
o
l
e
s
m
e
,
 
I, 

n。
12,

p.19却
）
．
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m-1\'

入
Q
思
滋
~
’
十
組

W!:a!~
初
会
Q
~

，.i'幻
ニ
。

Cf.
M
.
 C

H
A
U
M
E
,
 
Origines, 

II. 
G
e
o
g
r
.
 
hist., 

p. 
336, 

n. 
4

 et J. 
L
A
U
R
E
N
T
,
 M
o
l
e
s
m
e
,
 
Intr., 

p. 
316. 

~
 

{
Q
u
a
e
r
o
 d
i
m
i
d
i
u
m
 pedagii 

q
u
o
d
 accipit 

in 
Castellione 

q
u
i
a
 
sine 

m
e
 ibi 

nichil 
debet 

habere; 
m
o
l
e
n
d
i
n
o
s
 

e
t
i
a
m
 qui super t

e
r
r
a
m
 Sancti M

a
m
m
e
t
i
s
 violenter et 

s
u
b
 e
x
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
e
 facti 

sunt et 
tenentur. 

V
a
r
a
n
n
a
s
 

q
u
a
e
r
o
 et 

alia 
m
u
l
t
a
 q

u
e
 contra m

e
 exercent in 

ipso 
castro ipse et ministri 

ejus 
in 

nos, 
contumelias. 

capitalia 
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a
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d
u
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1
3
1
4
,
 Paris, 

1888
，
日

11,
p. 

19). 
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Q
u
a
e
r
o
 
e
t
i
a
m
 
q
u
e
 
michi 

abstulit in 
Castellione, 

capiendo 
presbiteros 

aliosque 
h
o
m
i
n
e
s
 
nostros 

et 
res 

nostras
，…＞ 

(Ibid., 
p. 

18). 
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Cf. 
M
.
 O
U
R
S
E
L
,
 
L
e
s
 
origines 

de 
la 

c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
 
Dijon, 

M
t
m
.
 
Soc. 

p
o
u
r
 l'hz・st.

d
u
 droit 

bourg., 
6, 

1939, 
p. 

5-111 
et 

7, 
1940/41, 

p. 
5-93, 

surtout 
p. 

73 
82; 

J. 
R
I
C
H
A
R
D
,
 
Dues, 

p. 
155-156. 

~
 

{. .. 
Galtherus Lingonensis episcopus et 

a
v
u
n
c
u
l
u
s
 m

e
u
s
 m
u
n
i
t
i
o
n
e
m
 
m
u
r
o
r
u
m
 d
e
 
Castellione mihi 

f
a
c
i
e
n
d
a
m
 

concessit
，…〉

(
D
o
m
 P
L
A
N
C
H
E
R
,
 H

 istoire 
generate et 

ρ
articuliiwe 

d
e
 B
o
u
r
g
o
g
n
e
,
 
t. 

l, 
Dijon,1739 

(Z:追い
P
L
A
N
-

C
H
E
R
 ...¥J笹

田
〕

pr.
n。

80).

~
 

{
R
o
m
i
n
e
s
 pro facto 

Lingonensis episcopi, 
qui 

m
o
r
a
r
e
n
t
u
r
 Castellioni t

a
m
 extra Castellionem 

q
u
a
m
 infra 

et 

res 
i
p
s
o
r
u
m
 o

m
n
i
 t
e
m
p
o
r
e
 t

a
m
 discordiae 

q
u
a
m
 concordiae in 

p
a
c
e
 rr.anerent.} 

(Ibid.). 

l:(l 
{

 .•• e
g
o
 
(
H
u
g
u
e
s
 
lII) 

nichil 
p
o
s
s
i
m
 
capere 

in 
h
o
m
i
n
e
 
episcopi 

Lingonensis 
rr.anente 

Castellioni, 
vel 

in 

castellaria 
propter m

u
l
i
e
r
e
m
 m
e
a
m
,
 d

u
m
 liberi 

m
a
n
e
b
u
n
t
 c

u
m
 patre existentes 

c
e
 m

a
n
u
 p
a
s
t
u
 et 

familia patris. 

Ipse episcopus similiter nichil 
potest capere in 

h
o
m
i
n
e
 m

e
o
 propter m

u
l
i
e
r
e
m
 s
u
a
m
,
 
d
u
m
 liberi 

m
a
n
e
b
u
n
t
 c

u
m
 

patre existentes 
d
e
 m

a
n
u
 p
a
s
t
u
 et 

familia 
patris.} 
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... 
si 

qui h
o
m
i
n
e
s
 Castellionem venerint, 

infra 
a
m
b
i
t
u
m
 
d
u
a
r
u
m
 
p
o
r
t
a
r
u
m
 
d
e
 
C
h
a
u
m
o
n
t
e
 
mansuri, 

ibi 
s
o
l
u
m
m
o
d
o
 m
e
i
 erunt, 

d
u
m
 n
o
n
 sint 

d
e
 d
o
m
i
n
i
o
 ecclesie 

Lingonensis 
aut 

de 
casarr.ento 

episcopi, 
ce B

a
r
r
o
 

super S
e
q
u
a
n
a
m
 a
u
t
 ejus castellanie. 

E
t
 isti 

q
u
i
d
e
m
 de d

o
m
i
n
i
o
 
Lingonensis ecclesie 

aut de dicto c
a
s
a
m
e
n
t
o
 

episcopi, 
si 

Castellionem venerint m
a
n
s
u
r
i
,
 
sive 

super e
p
i
s
c
o
p
u
m
 sive 

super rre, 
solius episcopi erunt. 

Alii 
o
m
n
e
s
 qui Castellione retinebuntur m

a
n
s
u
r
i
 in 

q
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e
n
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a
r
a
n
d
u
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n
u
l
l
a
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h
a
b
e
t
 
d
u
x
 
in 

h
o
m
i
n
i
b
u
s
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nisi 
h
a
c
 
conditione, 

ut 
si 
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e
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 h
o
m
i
n
i
b
u
s
 in 

c
h
i
m
i
n
o
 
f
o
r
f
a
c
t
u
m
 fecerit

，…
d
u
x
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n
e
q
u
e
 aliquis 

ministrorum 
ejus 
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n
o
n
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nisi 
contra 

a
l
i
q
u
e
m
 
principem 

p
o
t
e
n
t
e
m
 
perrexerit, 
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t
e
r
r
a
m
 
s
u
a
m
 
d
巴vastare

voluerit; 
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h
o
m
i
n
i
b
u
s
 vero Sancti Petri 

Pulteriensis 
d
e
 Ceriliaco n

u
l
l
a
m
 justiciam 

habet, 
nisi 

in 
chimino.

…
d
u
x
 
in 

ipsa 

villa 
q
u
a
n
d
o
 sibi 

placuerit 
jacere 

poterit; 
m
i
n
i
s
t
r
o
r
u
m
 
s
u
o
r
u
m
,
 
ipso 

absente, 
nullus 

jacere 
debet. 
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初
期
カ
ペ

l
家
プ
ル
ゴ
l
ニ
ュ
侯
（
HoggHH由
凶
）
の

ao自
白
山
口
伺
（
松
田
）

0 
四

4F－E
－

ao
吋

M
O
B
S－σロ
回
仏
恒
例
凹
H
B
n何
回
目
白
色
旬
。
己
m
g
向田仲同叩
nv夕
日
目
叩
阿
南
W
吋

n
E
M
m町田口ぴ
g
o
E
H
F
E叩H
－HMHnロ
ヨ
石
田
O
仏
o
g
g
o

円

E
8

5
ロロ
H
U
V
Q
E
S
・
前
註
μ
制
参
照
o

M
W

侯
ユ
l
グ
三
世
は
、
前
述
の
ノ
1
ト
ル
・
ダ
ム
修
道
院
と
の
取
決
め
の
際
、
ジ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
の

A
B広
V

内
の
放
牧
地
全
域
に
つ
い
て
修
道
士
た
ち

の
家
畜
の
放
牧
を
認
め
て
い
る

H
A－－－
n曲目。巳
a
m
℃

B
P
8
2口】
2
5
8ロ
8
8ロ
5
2
8
c
g目立
g
H
M
O
Bロ
守
口
目
白
巳
S
包
号
ロ
日
開
O
E
S－

－ロロロ日
40同
回
目
印
刷
福
田
仲
ロ
ユ
凹
匂
ogaHwt曲
。
田
忠
色
｝
古
田
町
・
帥
山
口
叩
ぬ
曲
目
匂
ロ
戸
山
｝
｝
白
位
。
ロ
叩
－
V

（し『・。〉同
Z
宙
開
”
。
、
whN可
同
時
臼
札
崎
町
色
遣
さ

S4hwpH・
H－

H
U

・
ω
8）・

ニ
、
ラ
ソ
ワ
の
困
冨
宮
園
田
の
解
体
と
そ
の
帰
結

ジ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
の
八
ち
芯

V
の
形
成
が
ラ
ソ
ワ
の
宮
間

5
の
解
体
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
先
に
予
測
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
こ
の
ラ
ソ
ワ
の
名
称
は
、
今
日
で
は
ラ
ン
グ
ル
司
教
管
区
の
西
端
部
を
構
成
す
る
助
祭
長
管
区
名
に
残
る
の
み
で
あ
る
が
、
か
つ
て

の
官
官
お
は
、
こ
の
管
区
と
ほ
ぼ
重
り
合
う
領
域
に
展
開
し
て
い
た
。
た
だ
し
富
岡

5
西
南
部
の
構
成
は
、
一
一
六
三
年
か
ら
一
一
七

六
年
の
聞
に
新
た
に
創
設
さ
れ
、
以
後
ト
ネ
l
ル
寸
。
ロ
ロ
叩
口
刊
の
助
祭
長
管
区
に
属
し
た
モ
レ

1
ム

宮
O】

g
g
o

ワ
の
助
祭
長
管
区
の
一
部
が
編
入
さ
れ
た
こ
と
で
、
若
干
不
明
確
に
な
っ
て
い
る
。

の
助
祭
管
区
に
ラ
ソ

乙
の
目
福
岡

5
は
、
当
該
同
福
岡
己
的
を
縦
断
す
る
三
つ
の
川
に
よ
り
、

幾
つ
か
の
プ
ロ
ッ
ク
に
分
か
た
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
東
側
を
流

す
る
中
央
部
プ
ロ
ッ
ク
、

れ
る
ウ
ル
ス
川
弓

0
5
8
と
宮
間

5
の
東
部
境
界
と
の
聞
に
広
が
る
北
・
東
部
，
フ
ロ
ッ
ク
、
中
心
部
を
占
め
る
セ

1
ヌ
川
流
域
が
構
成

レ
l
ニ
ュ

F
即日間口

g
川
流
域
が
構
成
す
る
西
部
ブ
ロ
ッ
ク
で
あ
る
。
ジ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
は
、
セ

l
ヌ
川
沿
い
、
中

央
部
ブ
ロ
ッ
ク
の
南
端
近
く
に
位
置
す
る
。

同ι回
開

5
の
中
心
で
あ
る

A
E門戸田
g

V
の
八
日
丘
四
国
ロ
B

V
は
ガ
ロ
・
ロ
マ
ン
期
の
八
O匂
日
比
含
g
Vに
さ
か
上
る
品
、

伯
の
系
譜
に
つ
い
て
の
知
見
は
推
測
以
上
に
出
な
い
。

乙
乙
に
依
っ
た

乙
の
入

S
2色
ロ
B
Vは
、
八
八
七
年
か
ら
そ
の
翌
年
に
か
け
て
ノ
ル
マ
ン
人
の

攻
撃
に
よ
り
破
壊
さ
れ
た
。



そ
の
後
宮
間

5
の
中
心
は
、

乙
の
時
す
で
に
八
。
暗
唱
広
ロ

S
Vが
構
築
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
に
で
は
な
く
、

セ
l
ヌ

川
と
ウ
ル
ス
川
の
合
流
点
の
す
ぐ
北
方
、

宮
間

5
の
東
部
・
中
央
部
・
西
部
の
各
ブ
ロ
ッ
ク
が
そ
の
北
端
近
く
で
境
を
接
す
る
パ
ー
ル

以
後
、
パ

l
ル
U

シ
ュ
ル
H

セ

l
ヌ
伯
家
系
が
、
入

zrnoV伯
家
と
の
系
議
問
上
の
つ
な
が
り
は
未

だ
争
わ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
ラ
ソ
ワ
の
回
福
岡
ロ
闘
を
統
治
し
て
い
た
ら
し
い
。

H

ジ
ュ
ル
H
セ

l
ヌ
に
移
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
九
世
紀
末
以
降
の
ラ
ソ
ワ
の
明
白
問

5

の
歴
史
は
、
パ
ー
ル
伯
領
の
変
遷
の
問
題
に
還
元
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

パ
ー
ル
伯
領
は
、
十
五
世
紀
中
葉
に

円四ロ口
yhV
円
四
叩
図
。
ロ
吋
問
。
間
口
叩

に
併
呑
さ
れ
た
時
に
は
、

あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
十
三
世
紀
初
頭

に
ジ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
に
売
却
さ
れ
た
時
に
は
、
か
つ
て
の
ラ
ソ
ワ
の
吉
岡

5
に
比
し
て
か
な
り
小
さ
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
。

乙
の

乙
と
は

乙
の
宮
間

5
も
十
｜
十
一
世
紀
の
の
解
体
現
象
を
被
っ
た
乙
と
の
証
明
に
他
な
ら
な
い
。

ル
伯
領
が
十
二
世
紀
の
後
半
期
ま
で
に
経
験
し
た
変
遷
と
移
動
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
十
二
世
紀
後
半
期
、
プ
ル
ゴ

I
ニ
ユ
俣
ユ

同
〉
白
関
口
問

し
た
が
っ
て

J、ミ

ー
グ
三
世
の
時
代
の
パ

1
ル
伯
領
の
実
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

a 

パ
ー
ル
H

ジ
ュ
ル
H

セ
l
ヌ

九
世
紀
末
以
来
そ
の
系
譜
を
た
ど
り
得
る
パ
ー
ル
伯
家
系
の
最
後
の
相
続
者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
エ
ル
マ
ン
ガ
ル
ド
胃

5
8宮
E
O

は
、
十
世
紀
の
末
に
ト
ネ
l
ル
伯
ミ
ル
四
世
宮
口
冊
目
弓
に
嫁
い
だ
。
こ
の
結
婚
に
よ
り
成
立
し
た
ト
ネ
l
ル
・
パ

l
ル
伯
領
は
、
ミ
ル

四
世
の
息
子
ル
ナ

1
ル
】

U
S己
、
さ
ら
に
ル
ナ

l
ル
の
死
後
彼
の
二
人
の
弟
に
引
継
が
れ
、
約
半
年
間
存
続
し
た
。
ミ
ル
五
世
が
息
子

を
一
人
し
か
残
さ
ず
に
没
し
た
時
（
一

O
四
六
年
て
そ
の
息
子
ユ

l
グ
・
ル
ナ

1
ル
同
区
間
ロ

2
1問。
E
E
は
、
す
で
に
聖
職
に
つ
い

て
い
た
こ

O
六
五
年
以
降
ラ
ン
グ
ル
司
教
〉
。
こ
の
た
め
彼
は
、
後
目
、
父
が
遺
し
た
両
伯
領
を
再
度
分
割
し
、
ト
ネ
l
ル
伯
領
を
従
妹
姉

エ
ル
マ
ン
ガ
ル
ド
と
そ
の
夫
ヌ
ヴ
ェ
ー
ル
伯
ギ
ヨ

1
ム
一
世
の
ロ
自
国
E

－B
叩
H
Z
に、

そ
の
夫
ブ
リ
エ
ン
ヌ
伯
ゴ

l
テ
ィ
エ
一
世
の
田
口
昨
日
O
H
H
2

・
8
5
Z
円
四
四
回
ユ
叩
ロ
ロ
叩

l乙，d

警 j

r名弓53領
を
妹
ウ
ス
タ
シ〆

開
ロ
回
門
白

n
V叩

と

こ
う
し
て
パ

1
ル
伯
領
は
、
ト
ネ

初
期
カ
ペ

l
家
ブ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
（
5
5
g
H
H由
同
）
の
仏
O
自
由
山
口
叩
（
松
田
〉

二
O
五



初
期
カ
ペ

1
家
プ
ル
ゴ
l
ニ
ユ
侯
（
H
C
H

由l
ロ由
N
）
の
仏
O
B回
目
白
骨
（
松
田
〉

ニ
O
六

ー
ル
伯
領
か
ら
引
離
さ
れ
て
、
今
度
は
プ
リ
エ
ン
ヌ
伯
領
に
統
合
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

教
皇
パ
ス
カ
リ
ス
二
世
忠
白
色
町
同
は
、
一
一

O
七
年
の
文
書
で
ラ
ン
グ
ル
司
教
の
所
有
を
列
挙
し
乙
れ
を
確
認
し
た
が
、
そ
の
中

に
は
パ

i
ル
H

ジ
ュ
ル
H

セ
l
ヌ
の
域
内
回
目
門
店
留
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ラ
ン
グ
ル
司
教
の
パ

l
ル
城
に
対
す
る
権
利
は
、
ど
の
時
代
に

さ
か
上
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
上
記
教
皇
文
書
以
前
に
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
直
接
触
れ
た
史
料
は
存
在
し
な
い
。

矛
盾
す
る
関
係
を
示
す
史
料
の
存
在
が
問
題
を
複
雑
に
し
て
い
る
。

一
方
で
、

乙
れ
と
は

一
一
四
三
年
、
ジ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
テ
ィ
ボ

l
二
世
寸
げ

5
2仏
国
が

ト
ロ
ワ
伯
領
等
の
保
有
に
つ
い
て
プ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
K

｝

H
o
g
g担
問
。
を
捧
げ
た
際
、
パ
ー
ル
伯
は
テ
ィ
ボ

l
二
世
の
八

F
o
g
D
Vと
し
て

登
場
す
る
。
さ
ら
に
、
同
じ
く
十
二
世
紀
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
別
の
史
料
は
、
ジ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
が
パ
ー
ル
H

ジ
ュ
ル
日
セ

l
ヌ
を

プ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
か
ら
保
有
し
て
い
た
こ
と
を
記
載
し
て
い
る
。
後
者
に
よ
れ
ば
、

ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
の
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

パ
ー
ル
H

シ
ュ
ル
リ
セ

1
ヌ
の

g
oロ4
田口

g
は
プ

ジ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
の

A
g
g
o
V
で
あ
っ
た
パ

1
ル
伯
は
パ
ー
ル
H

シ
ュ
ル
H

セ
l

ヌ
に
つ
い
て
ブ
ル
ゴ

1
ニ
ュ
侯
の
陪
臣

4
2曲
目
的
叩
円
戸
円
で
あ
っ
た
乙
と
に
な
る
。

そ
し
て
こ
の
二
つ
の
史
料
か
ら
は
、
パ
ー
ル
H

ジ
ュ
ル

日
セ

1
ヌ
に
対
す
る
ラ
ン
グ
ル
司
教
の
権
利
は
少
し
も
う
か
が
わ
れ
な
い
。

パ
ー
ル
H

シ
ュ
ル
H

セ
l
ヌ
に
対
す
る
権
利
関
係
の
乙
の
矛
盾
を
、

M
・
ピ
ュ
ル
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
パ
ー
ル
H
ジ
ュ
ル
H
セ

ユ
l
グ
・
ル
ナ
l
ル
が
乙
の
伯
領
を
ト
、
不
l
ル
伯
領
と
と
も

ラ
ン
グ
ル
司
教
は
以
後
パ

l
ル
伯
領
を
司
教
の
封
白
色
と
み
な
す
よ
う
に
な
っ

一一

O
七
年
の
教
皇
文
書
の
状
態
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
後
、
ユ

l
グ
・
ル
ナ
1
ル
か
ら
パ

1
ル
伯
領
を
分

与
さ
れ
た
ブ
リ
エ
ン
ヌ
伯
家
系
の
支
配
が
当
該
伯
領
に
定
着
し
た
こ
と
は
、
十
二
世
紀
に
プ
リ
エ
ン
ヌ
伯
に
対
し
て
著
し
く
力
を
増
し
た

ー
ヌ
は
も
と
も
と
ブ
ル
ゴ

l
ニ
ユ
侯
の

5
0
ロ
4
田口口叩

に
属
し
て
い
た
が
、

に
相
続
し
た
後
ラ
ン
グ
ル
司
教
と
な
っ
た
こ
と
で
、

た
。
乙
の
段
階
が
、

ジ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
の
圧
力
が
、
パ
ー
ル
伯
領
に
も
及
ぶ
結
果
を
生
じ
せ
し
め
た
で
あ
ろ
う
。

l
ニ
ュ
伯
の
封
臣
認
虫
色
で
あ
っ
た
。

一
一
四
三
年
に
、
パ
ー
ル
伯
は
ジ
ャ
ン
パ

乙
の
事
態
は
、

パ
ー
ル
H
シ
ュ
ル
H
セ
1
ヌ
に
対
す
る
古
い
権
利
を
ブ
ル
ゴ

1
ニ
ュ
侯
に
喚
起
さ
せ
た
。
侯
ウ
1
ド
二
世
は
、

一
一
四



三
年
の
ジ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
と
の
会
見
の
際
、
パ
ー
ル
H

ジ
ュ
ル
H

セ
1
ヌ
に
対
す
る
自
己
の
権
利
を
主
張
し
た
乙
と
で
あ
ろ
う
。
ジ
ャ

ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
は
、
パ
ー
ル
リ
シ
ュ
ル

H
セ
1
ヌ
を
侯
か
ら
保
有
す
る
封
と
し
て
認
め
る
乙
と
で
、
妥
協
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

M
・
ピ
ュ
ル
の
と
の
推
論
は
一
見
整
合
的
で
あ
る
が
、
別
の
困
難
を
生
じ
せ
し
め
た
。
彼
の
言
う
パ

l
ル
H

ジ
ュ
ル
リ
セ

l
ヌ
に
対
す

る
ブ
ル
ゴ

1
ニ
ュ
侯
の
本
来
的
な

5
0
ロ
4
8
8
は、

史
料
的
に
証
明
し
得
な
い
。
乙
の
権
利
が
問
題
に
な
り
得
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は

入
品
戸

HnEl官山口
n
q三
V
の
時
代
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
乙
の
時
代
、
八
苦
四
回
目
円
、
由
民
的

8
5
U
Vは
、
ト
ロ
ワ
や
ト
ホ
ー
ル
な
ど
の
宮
四
日

と
と
も
に
入
呂
田
2
E
o
∞
ロ
吋
聞
記
ロ
色
ロ
ロ
ロ

B
Vに
帰
属
し
て
い
た
。
し
か
し
、
「
ブ
ル
ゴ

1
ニ
ュ
継
承
・
征
服
戦
争
」
の
聞
を
通
じ
て
、

ラ
ソ
ワ
は
、
プ
ル
ゴ

l
ニ

ュ

侯

の

側

に

で

は

な

く

、

乙

の

事

実

が

、

十
世
紀
末
以
降
の

宮
間

5
解
体
進
行
中
に
も
、
ラ
ソ
ワ
の
相
当
部
分
が
ラ
ン
グ
ル
司
教
の
影
響
下
に
あ
っ
た
乙
と
を
説
明
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
パ
ー
ル

H

シ
ュ
ル
H

セ
l
ヌ
に
対
す
る
ラ
ン
グ
ル
司
教
の
権
利
の
起
源
も
、
司
教
ユ

1
グ
・
ル
ナ
1
ル
の
時
代
よ
り
早
い
時
期
に
さ
か
上
り
得
る

侯
と
争
っ
た
ラ
ン
グ
ル
司
教
の
側
に
あ
っ
た
。

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

パ
ー
ル
H
シ
ュ
ル
H
セ
l
ヌ
に
対
す
る
ブ
ル
ゴ

I
ニ
ュ
侯
の
権
利
に
つ
い
て
は
、

J
－
リ
シ
ャ

l
ル
の
推
論
が
こ
の
矛
盾
を
解
決
す

シ
ャ
ン
パ

l
ニ
ュ
伯
が
パ
ー
ル
H

シ
ュ
ル
H

セ
l
ヌ
を
ブ
ル
ゴ

1
ニ
ュ
侯
か
ら
保
有
し
て
い
た
乙
と
を
伝
え
る
史
料
に
つ
い

て
、
そ
の
作
成
者
は
、
一
一
四
三
年
の
ジ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
の
ブ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
へ
の
｝
5
5
自
由
問
。
の
際
に
現
わ
れ
る
八
円
。
呂
円

S
Z臼

叫

4
2
2
2
5
Z
Z田
V
の
内
容
を
、
ジ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
に
帰
属
す
る
城
の
列
挙
で
置
き
換
え
よ
う
と
し
た
と
考
え
た
。
乙
れ
が
事
実
で

あ
れ
ば
、
ブ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
が
パ

l
ル
H
シ
ュ
ル
H
セ
l
ヌ
に
対
す
る
権
利
を
持
つ
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
十
三
世
紀
初
め
に
パ

l
ル
伯

領
を
手
に
入
れ
た
シ
ャ
ン
パ

l
ニ
ュ
伯
は
、
ブ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
に
で
は
な
く
、
ラ
ン
グ
ル
司
教
に

F
o
g
s
m
o
を
捧
げ
て
い
も

る
。
彼
は
、

パ
ー
ル
伯
領
が
経
験
し
た
二
度
に
わ
た
る
統
合
・
分
割
は
、
乙
の
伯
領
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
実
際
、
パ
ー
ル
H
ジ
ュ
ル
H

セ
1
ヌ
と
ト
ネ
l
ル
の
二
つ
の
伯
領
が
、
約
半
世
紀
の
間
ひ
と
つ
の
伯
家
系
の
下
に
あ
っ
た
後
に
そ
れ
ぞ
れ
が
再
び
独
立
し
た
伯
領
に
分

か
れ
た
時
、
双
方
に
「
飛
び
地
」

g
a
E
g
が
残
っ
た
。
パ
ー
ル
伯
領
内
で
は
、
少
く
と
も
パ
ー
ル

H
シ
ュ
ル
日
セ

l
ヌ
東
方
の
ヴ
ィ

初
期
カ
ぺ

l
家
プ
ペ
コ

1
ニ
ュ
侯
（
H
C
H
守
口
由
M
）
の

a
o
g曲
目
ロ
叩
（
松
田
）

0 
七



初
期
カ
ペ
l
家
プ
ル
ゴ

1
ニ
ュ
侯
〈
5
5
t
H
H由
凶
）
の
仏
O
B曲
目
ロ
叩
（
松
田
）

ル
ネ
ス
ヨ
ロ

g
g目
。
が
ト
ネ
l
ル
伯
の
封

g
g
B
g
z
g
に
属
し
た
。
逆
に
、
ジ
ュ
リ
一
『
ロ
ロ
『
と
ス
テ
ィ
ニ
印
昨
日
間
口
『
は
、
ト
、
不
l

一
一
一
一
二
年
、
前
者
に
修
道
院
を
創
建
し
て
い
る
。

二
O
八

ル
伯
領
内
に
パ

l
ル
伯
が
所
有
し
た
「
飛
び
地
」
で
あ
っ
た
。

伯
ミ
ル
二
世
は
、

b

西
部
プ
ロ
ッ
ク
｜
｜
レ

1
ニ
ユ
川
流
域

十
一
世
紀
の
中
葉
、
モ
ン
パ
ー
ル
冨

o
E
E
E
に
領
主
家
系
が
突
然
出
現
し
た
乙
と
は
、
早
く
か
ら
研
究
者
の
注
目
を
引
い
て
い
た
。

ジ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
の
南
西
約
三
十
三
キ
ロ
・
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
モ
ン
パ

l
ル
の
城
塞
は
、
お
そ
ら
く
ト
ネ
l
ル
伯
の
親
族
の
た
め
に
新

し
く
構
築
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
た
め
に
ト
ネ
1
ル
伯
は
自
己
の
所
有
を
犠
牲
に
し
た
と
恩
わ
れ
る
。
モ
ン
パ

l
ル
の
宮
山
間
口
叩
ロ
ユ
叩
は
、

ト
ネ
l
ル
伯
領
か
ら
は
、

大
き
く
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
る
。

モ
ン
パ

1
ル
家
系
に
フ
ォ
ン
テ
1
ヌ
H

レ
H

セ
ジ
ュ

フ
ァ
ン
H

レ
H

モ
ン
パ

l
ル
司
色
白
目

l－oNl冨
o
E
E
E、
モ
ン
フ
ォ
ル
宮

o己
向
。
ユ
の
一
部
、

ヴ
ィ
ニ

H
レ
H
ス
ミ
ュ

1
ル
口
町
四
三
四
ロ
可
1
－叩

Nlmo自
己
叫
が
割
譲
さ
れ
た
。

可。ロ円白山田町
li

】
巾

mlmpnV叩
曲
、

セ
ト
ル
の
冊
目
片
足
w
、

シ
ニ2」

問
題
に
な
る
の
は
も
う
一
方
の
グ
ル
ー
プ
、
パ
ー
ル
伯
領
内
の
レ

1
ニ
ユ
川
流
域
一
帯
に
展
開
す
る
モ
ン
パ

l
ル
家
の
所
有
で
、
リ
セ

H
パ

E
n
a
l一
回
目
的
、
ラ
ン
ヌ
戸
田
ロ
ロ

g
、
プ
イ
イ
日
レ
H
モ
レ

1
ム
H
U
O

ロ
居
可

l－g
l
z
o－g
g司
、
メ
ジ
エ
ー
ル
宮

EFb号、

ュ
ー
ヨ
－
Z
2
0門
戸
阿
の
諸

4
皆
同
刊
が
含
ま
れ
て
い
た
。

、
ヴ
ィ
ル
デ

現
在
の
レ
H

リ
セ
］
冊
目
岡
山
口
昌
は
、
リ
セ
H

パ、

ら
成
っ
て
い
る
。

ζ

の
入
可
。
町
田

σoロ叫岡田

P
H
N
R
a
vは
中
世
末
期
に
出
来
た
も
の
で
、
そ
れ
以
前
に
は
多
く
の
集
落
が
ま
と
ま
り
な

く
存
在
し
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
と
れ
ら
の
集
落
の
う
ち
、
北
側
の
部
分
は
パ
ー
ル
伯
の

B
Oロ
4
S
S
に
属
し
て
い
た
と
さ
れ
る

が
、
史
料
的
に
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
後
述
の
ヴ
ィ
ル
デ
ュ

l
の
例
か
ら
す
れ
ば
、
リ
セ
H

パ

リ
セ
H

リ
ヴ
岡
山
口
ミ
lHNZ刊、

リ
セ
日
オ
l
H
N日n
a－
－
回
目
ロ
丹
の
三
つ
の
プ
ー
ル
か

（
北
側
集
落
の
中
心
）
を
、

モ
ン
パ

1
ル

の
領
主
が
パ

l
ル
伯
か
ら
封
と
し
て
保
有
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

一
O
七
五
年
に
創
建
さ
れ
た
モ
レ

l
ム
修
道
院
の
た
め
に
、

マ
リ
ニ
呂
田
口
問
ミ
の
領
主
は
自
分
の
自
有
地
を
提
供
し
た
。

土
地
の
所



有
権
そ
の
も
の
が
移
動
し
て
い
る
と
と
か
ら
、

モ
レ

1
ム
は
、

モ
ン
パ

i
ル
家
、
あ
る
い
は
パ
ー
ル
伯
の

g
oロ
4
g
g
に
は
属
さ
な
か

モ
レ

1
ム
で
十
分
の
一
税
を
徴
収
し
、
ま
た
そ
の
周
辺
に
諸
権
利
を
有
し
て
い
た
。
モ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
パ
ー
ル
伯
は
、

レ
1
ム
の
近
く
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
プ
イ
イ
U

レ
U

モ
レ

l
ム
・
あ
る
い
は
メ
ジ
エ

l
ル
の
パ

l
ル
伯
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
判
然
と

し
な
い
。

一
二

O
O年
の
文
書
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る
。
乙
の
年
パ
ー
ル
伯
は
、

A
E
R
O日H
Vか
ら
レ

l
ニ
ュ
川
の
上
流
に
向
か
う
南
側
部
分
を
プ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
に
譲
渡
し
た
が
、
と
れ
は
、

ヴ
ィ
ル
デ
ュ

1
の

B
O
C
4白ロ円。

は

ヴ
ィ
ル
デ
ュ

1
の

モ
ン
パ

1
ル
の
領
主
が

パ
ー
ル
伯
か
ら
保
有
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
と
の
年
以
降
、
ヴ
ィ
ル
デ
ュ

l
の
南
側
で
モ
ン
パ
ー
ル
領
主
が
保
有
し
た
封
の

g
o
C
4
g
g
は
、
プ
ル
ゴ

l
－
一
ュ
侯
に
帰
属
す
る
乙
と
に
な
っ
た
。

と
し
て
所
有
し
て
い
た
と
恩
わ
れ
る
。

一
方
北
側
部
分
は
、
モ
ン
パ

l
ル
領
主
が
引
続
き
自
己
の

a
o
g包
5

以
上
の
乙
と
か
ら
、
少
く
と
も
十
二
世
紀
の
問
、
パ
ー
ル
伯
は
西
部
プ
ロ
ッ
ク
、
す
な
わ
ち
レ

l
ニ
ュ
川
流
域
に
つ
い
て
、
ヴ
ィ
ル
デ

ュ
i
の
南
ま
で
自
己
の

a
o
g回目
5
も
し
く
は

g
oロ
4
8
8
を
保
持
し
て
い
た
乙
と
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
乙
れ
は
、

の
西
南
端
の
レ

l
ニ
ュ

F
田町四ロ

g
ま
で
は
お
そ
ら
く
及
ん
で
い
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、

！日
同
】
回
問
医
師

十
一
世
紀
以
降
ト
ネ

l
ル

伯
、
す
な
わ
ち
ヌ
ヴ
ェ
ー
ル
伯
が
急
速
に
と
の
地
域
を
侵
食
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
十
二
世
紀
の
後
半
期
に
は
、
ヴ

ィ
リ
エ
ー
ル
H

レ
H

モ
ワ

i
ヌ
ヨ
毘
冊
目
ム
叩
曲
l
宮

o
E
g、
ジ
ャ
、
不
の

v
gロ
塁
、
グ
リ
ゼ
ル
の
ユ
白
色
叩
師
、
レ

l
ニ
ュ
が
、
ヌ
ヴ
ェ
ー
ル

伯
の
仏

o
g回目ロ
o
で
あ
っ
た
。
レ

1
ニ
ュ
で
は
、
同
時
に
プ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
も

a
o
g包
5
を
有
し
て
い
た
。

C 

北
部
プ
ロ
ッ
ク
｜
｜
グ
ア
ン
ド
ゥ
ヴ
ル
〈

g
a
2
4吋。

パ
ー
ル
伯
領
の
プ
リ
エ
ン
ヌ
伯
領
と
の
統
合
は
、
旧
宮
間

5
の
北
の
境
界
に
近
い
ず
ア
ン
ド
ゥ
ヴ
ル
に
問
題
を
引
起
と
し
た
。
ヴ
ア
ン

ド
ゥ
ヴ
ル
は
、
ラ
ソ
ワ
の
解
体
に
よ
り
生
ま
れ
た

8
日間ロ

2
己
申
で
あ
る
が
、
そ
の
地
理
的
位
置
は
パ

l
ル
及
び
プ
リ
エ
ン
ヌ
の
両
伯
領

初
期
カ
ペ

l
家
プ
ル
ゴ

1
ニ
ユ
侠
公
ロ
岡
田
l

ロ由
N
）
の
仏
O
自
由
山
口
四
（
松
田
〉

ニ
O
九



初
期
カ
ペ

1
家
プ
ル
ゴ
l
ニ
ュ
侯
（
g
g
l
H
S
N）
の

aog包
ロ
由
（
松
田
〉

ニ一
O

に
南
北
を
は
さ
ま
れ
て
お
り
、
両
伯
領
の
連
絡
を
著
し
く
血
害
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
ヴ
ア
ン
ド
ゥ
グ
ル
の
帰
趨
如
何
に
よ
っ
て

は
、
両
伯
債
の
統
合
が
実
質
的
に
完
成
す
る
乙
と
に
な
る
。

ζ

の
実
現
は
、
ジ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
に
は
憂
慮
す
べ
き
事
態
と
な
っ
た
で
あ

ろ
う
。
し
か
も
、
プ
リ
エ
ン
ヌ
伯
が
ζ

の
時
期
ジ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
に
烈
し
い
敵
意
を
抱
い
て
い
た
と
あ
れ
ば
、
解
決
は
急
を
要
し
た
は

置
く
乙
と
を
承 ー
諾ー
さ二
せ一

九刊宍
ジ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
ユ

1
グ
二
世
は
、
ヴ
ア
ン
ド
ゥ
グ
ル
の
領
主
に
そ
の
城
塞
を
三
百
リ
ー
グ
ル
で
低
当
に

一
一
四
三
年
の
プ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
ウ
l
ド
二
世
に
対
す
る
ジ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
拍
の

A
V
o
g自由問。

g
呂田
H
l

nvoVで
は
、
ヴ
ア
ン
ド
ゥ
ヴ
ル
の
領
主
は
ジ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
の

A
V
o
g
o
Vと
し
て
現
わ
れ
る
。

ず
で
あ
る
。

d 

中
央
部
プ
ロ
ッ
ク
｜
｜
ミ
ユ
シ

H
シ
ュ
ル

H
セ
1
ヌ
冨
ロ
曲
目
司

l回
日

lgzo

セ
l
ヌ
川
に
沿
っ
て
パ

l
ル
日
シ
ュ
ル
H
セ
l
ヌ
と
ジ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
の
ほ
ぼ
中
聞
に
位
置
す
る
ミ
ユ
シ
H
シ
ュ
ル
H
セ
l
ヌ
は
、
ジ
ャ

テ
ィ
ヨ
ン
を
プ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
か
ら
実
質
的
に
奪
わ
れ
た
ラ
ン
グ
ル
司
教
の
乙
の
地
方
に
お
け
る
新
た
な
拠
点
と
な
っ
た
。
乙
れ
は
、
も

と
も
と
ポ
テ
ィ
エ
ー
ル
の
修
道
士
が
所
有
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
一
五
三
年
に
侯
ウ
l
ド
二
世
と
争
っ
た
ラ
ン
グ
ル
司
教
ジ
ョ
フ

ロ
ワ
の

g民同
O
可
が
防
備
を
施
し
た
際
、
司
教
と
修
道
士
の
聞
で
分
割
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
ポ
テ
ィ
エ
ー
ル
の
修
道
士
も
含
め
て
ミ
ユ

ジ
H
ジ
ュ
ル
H
セ
l
ヌ
に
土
地
や
諸
権
利
を
有
し
て
い
た
者
た
ち
は
、
何
度
か
の
交
渉
を
通
じ
て
司
教
に
こ
れ
を
放
棄
し
た
結
果
、
ラ
ン

グ
ル
司
教
は
、
十
三
世
紀
に
は
ミ
ュ
ジ

H
ジ
ュ
ル

H
セ
l
ヌ
の
唯
一
の
領
主
に
な
っ
た
。

e 

東
部
プ
ロ
ッ
ク
｜
｜
ウ
ル
ス
川
流
域
か
ら
東
側
境
界
ま
で

ラ
ソ
ワ
の
旧
宮
間

5
の
東
部
境
界
一
帯
、

き
寄
せ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
乙
と
は
、
当
然
と
も
い
え
よ
う
。

あ
る
い
は
ラ
ン
グ
ル
の
旧
日
福
岡

5
と
境
を
接
す
る
東
南
部
一
帯
が
ラ
ン
グ
ル
司
教
に
引

に
属
し
た
。

北
東
部
の
シ
ャ
ス
ネ
ロ

E
n
g
a
も
ラ
ン
グ
ル
司
教
の

B
2
4
g
g

一
O
七
五
年
の
モ
レ

1
ム
修
道
院
の
創
立
文
書
に
現
わ
れ
る
ク
ー
ル
ト
ロ
ン
の
領
主
ユ

1
グ
出
口
問

5
回

含

の
O

ロ
ユ
叩
司
O
ロ



シ
ャ
ス
、
不
の
領
主
家
系
の
末
育
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
モ
ン
レ
ア
ル
の
領
主
ア
ン
セ
リ
ッ
ク
一
世

〉
5
2山口同
2

と
の
結
婚
に
際
し
て
ジ
ャ
ス
、
不
の
宮
町
四

5
5ぽ
を
持
参
し
た
の
は
、
乙
の
ジ
ェ
ル
サ
ン
の
姉
妹
で
あ

る
。
以
後
モ
ン
レ
ア
ル
の
領
主
家
系
に
よ
り
新
た
に
ジ
ャ
ス
、
不
領
主
家
系
が
創
出
さ
れ
た
が
、
乙
の
家
系
は
、
十
二
世
紀
以
降
ジ
ャ
ス
ネ

の
含
ロ
〕
O
ロ
に
つ
い
て
ジ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
の

F
O
B
S
O
民
岡
市
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
円
四
ロ
ロ
〕
ロ
ロ
を
除
く

Z
Wロ
2
ユ
叩
全
体
は
、
ラ

ン
グ
ル
司
教
の
封
と
し
て
保
有
さ
れ
て
い
た
。

の
妻
ジ
ェ
ル
サ
ン

。。一門的問ロ円

lま

含

冨
oロ
門
吋
和
国
］

の
き
丘
町
吋
は
、
東
南
部
の
ジ
ェ
ヴ
ロ

1
ル
の

Z
E
－－2
と
ラ
H

シ
ョ

l
ム
目
白
の
｝
阿
国
民
自
叩
か
ら
し
ば
し

ば
ク
レ
ペ
ウ
ォ

l
修
道
院
に
贈
与
を
行
っ
て
い
る
。
モ
ン
テ
ィ
ニ

U
シ
ュ
ル
H
オ
l
プ
ロ
向
。
三
日
間
ミ
l

回日
l
〉
ロ
ヴ
刊
は
、

ル
に
帰
属
す
る
司
教
の
封
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ギ
ュ
ル
ジ
の
ロ
吋
包
は
、

に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

ラ
ン
グ
ル
司
教
ゴ

1
テ
ィ
エ

ジ
ェ
ヴ
ロ

l

一一

O
七
年
の
教
皇
文
書
の
中
で
司
教
の

g
三

2
自
の
う
ち

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
十
一
｜
十
二
世
紀
の
パ

1
ル
伯
領
は
、
旧
宮
間

5
か
ら
、
北
部
、
東
部
、
さ
ら
に
ブ
ペ
コ

1
ニ
ュ
侯
に
帰

し
た
南
部
の
境
界
地
帯
を
失
っ
た
が
、
西
側
の
境
界
域
及
び
ウ
ル
ス
、
セ

l
ヌ
、
レ

l
ニ
ュ
の
三
つ
の
川
の
流
域
の
大
部
分
が
パ

1
ル
伯

に
残
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
乙
乙
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
う
し
て
残
さ
れ
た
パ

l
ル
伯
領
内
へ
の
北
か
ら
の
シ
ャ
ン
パ

l
ニ
ュ
伯
、
南
か

ら
の
プ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
の
そ
れ
ぞ
れ
の

B
。
ロ
話
口
口
叩
の
伸
張
が
著
し
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
事
実
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ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
は
、
セ

1
ヌ
川

を
パ

1
ル
H

シ
ュ
ル
H

セ
1
ヌ
を
経
て
ギ
エ
の
ー
ま
で
、
ウ
ル
ス
川
を
オ
l
ト
リ
ク
ー
ル
〉
ロ
丹
江
円
。
ロ
ユ
ま
で
さ
か
上
っ
て
い
た
。

他
方
、
セ

1
ヌ
川
の
小
さ
な
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流
が
セ

1
ヌ
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す
る
地
点
で
あ
る
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l
ギ
ュ
ス
テ
ィ
ヌ
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口
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5
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ェ
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宮
己
仏
－
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1
ヌ
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は

A
S
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仏
叩
司
O

岳
協
同

g
V
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乙
の
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パ

l
ル
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の
い
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z
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口
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間
口
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広
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。
＝
二
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パ

1
ル
伯
は
、
ポ
テ
ィ
エ
！
ル
に
保
有
し
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プ
イ
切
口
口
町
、

い
た
も
の
を
ヌ
ヴ
ェ
ー
ル
伯
に
譲
渡
し
た
が
、

そ
の
内
容
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

ヌ
ヴ
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ー
ル
伯
が
十
四
世
紀
に
、
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1
家
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ニ
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〈
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田
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二
一
六

ー
ニ
ュ
侯
へ
の
げ
o
g呂
田
問
。
は
、

の
境
界
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
オ
l
ギ
ュ
ス
テ
ィ
ヌ
で
の
ジ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
の
プ
ル
ゴ

乙
う
し
た
状
況
の
中
で
な
さ
れ
た
字
義
通
り
の
八
宮
自
呂
田
岡
叩

g
呂田

2
Z
V
で
あ
っ
払
。
同
様

に
、
レ

l
ニ
ュ
川
で
は
ず
ィ
ル
デ
ュ

I
が
、
ウ
ル
ス
川
で
は
プ
ロ
ジ
ュ
の
橋
宮
己
品
。
回
円

onvg
が
両
者
の

B
O
R
Eロ
g
の
接
点
で

は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
一
方
レ

1
ニ
ュ
は
、
ト
ネ
1
ル
・
ヌ
ヴ
ェ
ー
ル
伯
の
プ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
に
対
す
る
A
F
o
g自由問。

g
呂田

Hnzv

の
場
所
で
あ
っ
た
。

た。

一
一
四
三
年
、

両
者
の

ロ戸
O

ロ唱曲ロ円。

ユ
l
グ
三
世
が
登
位
し
た
十
二
世
紀
の
後
半
期
に
は
、

ジ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
の
北
方
に
は
と
う
し
て
侯
の
自
O

ロ
4
8
8
が
す
で
に
、
し
か

も
か
な
り
広
範
に
展
開
し
て
い
た
。
し
か
し
、
自
O
ロ
4
g
g
は
絶
え
ず
変
化
し
得
る
性
格
を
有
し
て
い
た
の
で
、
常
時
監
視
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ユ

l
グ
三
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に
と
っ
て
、
監
視
の
役
割
を
果
た
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ャ
テ
ィ
ヨ
ン
の
状
態
は
、
真
に
心
も
と
な
い
も
の
で

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
九
七
三
年
に
初
め
て
ζ

乙
に
足
が
か
り
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得
た
プ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
侯
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、
以
来
積
極
的
に
シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
及
び
そ
の

周
辺
に

a
o
B曲目ロ叩仏ロ
n
回
目
の
拡
大
を
は
か
つ
て
き
た
ζ

と
は
、

た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
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ユ
l
グ
三
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に
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て
な
に
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も
必
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志
芯

V
を
築
い
て
ジ
ャ
テ
ィ
ヨ
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を
軍
事
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点
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す
る

の
南
下
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争
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た
ト
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l

だ
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一
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テ
ィ
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ン
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化
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ル
伯
の
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で
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し
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ラ
ン
ス
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の
進
出
を
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し
な
け
れ
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ら
な
か
っ
た
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で
あ
る
。
侯
ユ

l
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・
ダ
ム
修
道
院
や
ポ
テ
ィ
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ル
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付
け
て
い
る
と
と
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体
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の
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ら
れ
な
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回
忌
忠

V
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。
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